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令和５年度総合防災訓練大綱について（依頼）  

 
 

令和５年度総合防災訓練大綱について、中央防災会議会長（内閣総理大臣）から別添のとお

り通知がありました。 

ついては、貴職におかれても、本大綱の趣旨に沿った防災訓練の実施をお願いします。また、

防災訓練の実施に当たっては、「学校の「危機管理マニュアル」等の評価・見直しガイドライ

ン」等も参考にしていただきますようお願いします。 

なお、都道府県教育委員会教育長におかれては、所管の学校（専修学校及び各種学校を含む。）

及び域内の市区町村教育委員会に対して、指定都市教育委員会教育長におかれては、所管の学

校に対して、都道府県知事におかれては、所轄の学校及び学校法人等に対して、附属学校を置

く国公立大学法人の長におかれては、その設置する大学等に対して、独立行政法人国立高

等専門学校機構におかれては、その設置する高等専門学校に対して、大学又は高

等専門学校を設置する地方公共団体の長及び文部科学大臣所轄学校法人理事長に

おかれては、その設置する大学等に対して、構造改革特別区域法（平成 14年法律第 189

号）第 12条第１項の認定を受けた地方公共団体の長におかれては、所轄の学校及び学校設置

会社に対しても、この趣旨に沿った訓練を実施するよう周知願います。 

 

 

本通知は、中央防災会議会長（内閣総理大臣）からの通知を踏まえ、文部科学

省関係機関に令和５年度総合防災訓練大綱の趣旨に沿った訓練を実施するよう

依頼するものです。  



 

【参考：学校の「危機管理マニュアル」等の評価・見直しガイドライン（令和３年６月）】 

  学校保健安全法等の定めに基づき作成する危機管理マニュアルについて、学校を取り巻く

様々な状況の変化、事故・災害事例の教訓、先進事例等を踏まえた見直し・改善を行う際の

評価の観点（チェックリストや考え方）等をまとめたものです。本資料に、学校において避

難訓練を行う上での、基本的な考え方や留意事項等を掲載しています。 

  https://www.mext.go.jp/a_menu/kenko/anzen/1401870_00002.htm 

 

 

 

 

 

 

担当：大臣官房文教施設企画・防災部     
参事官（施設防災担当）付 防災調整係 
電話 03-5253-4111（内線 2290） 



 

                                                府 政 防 第 ８ ６ ５ 号 

                                                令和５年５月３０日 

 

 

 

 

 指定行政機関の長  

 指定公共機関の代表者  

 

 

中 央 防 災 会 議 会 長  

（ 公 印 省 略 ）  

 

 

 

令和５年度総合防災訓練大綱について（通知） 

 

 

 

 中央防災会議では、令和５年５月３０日、別添のとおり「令和５年度総合防災訓練

大綱」を決定したので通知する。  

 指定行政機関及び指定公共機関においては、大綱の趣旨を踏まえ、実践的な訓練

を実施するようお願いする。 

 また、訓練の実施にあたっては、地域住民、企業等の幅広い参加を求めるよう格段

の配慮をいただきたい。 

 

なお、貴管下関係機関に対し、この趣旨の周知徹底を図るよう特段の指導方、宜し

くお願いする。 

 

 

 

 

宛て  
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令和５年度総合防災訓練大綱 

 

令 和 ５ 年 ５ 月 ３ ０ 日 

中 央 防 災 会 議 決 定  

 

１．総合防災訓練大綱の意義 

 

災害が発生し、又は発生するおそれがある場合（以下「災害時」という。）においては、

国の行政機関、地方公共団体、その他の公共機関等の防災関係機関が一体となって、国民

と連携しつつ対応することが求められる。 

このような防災関係機関の災害への対応に関しては、災害対策基本法、防災基本計画、

その他の各種規定等に基づき防災訓練を行うことが定められている。 

本大綱は、令和５年度において、防災関係機関が相互に連携して、防災訓練を総合的か

つ計画的に実施する際の指針を示すものである。また、東日本大震災、令和４年３月に発

生した福島県沖を震源とする地震、令和４年８月及び９月に発生した大雨や台風等の既

往災害への対応や、「日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関

する特別措置法」（平成十六年法律第二十七号）の改正及びそれに伴う日本海溝・千島海

溝周辺海溝型地震防災対策推進基本計画の変更等、昨今の社会状況等を踏まえ、防災訓練

を通じて、より多くの国民が防災や減災に関する意識を高めることができるよう、訓練を

実施する際の基本的な考え方について示すものである。 

 

２．防災訓練の目的 

 

防災訓練の目的は、防災関係機関の災害時の応急対策に関する検証・確認と住民の防災

意識の高揚であり、具体的には以下のとおりとする。                       

 

(1) 防災訓練を通じて、防災関係機関の平時からの組織体制の機能確認、評価等を実施し、

実効性について検証すること。 

   

(2) 防災訓練を通じて、災害時における各防災関係機関の適切な役割分担と相互に連携

協力した実効性ある対応方策を確認するとともに、災害発生に備え、特に国と地方公共

団体の関係強化を始め、平時からの防災関係機関等相互の連携強化を図ること。 

 

(3) 防災訓練の実施に当たっては、防災計画等の脆弱点や課題の発見に重点を置き、防災

計画等の継続的な改善を図ること。 

                                                                                 

(4) 住民一人一人が、｢自らの命は自らが守る｣という意識を持ち、自らの判断で避難行動

等をとれる社会の構築に向け、防災訓練に際して、日常及び災害時において「自らが何

をするべきか」を考え、災害に対して十分な準備を講じることができることとなるよう、

住民の防災に関する意識の高揚と知識の向上を図る機会とすること。 

 

(5) 行政機関、民間企業を通じた防災担当者の平時からの自己研鑽・自己啓発等が社会の

災害対応力向上に直結することに鑑み、各防災担当者が日常の取組について検証し、評

価する機会とすること。 

 

３．防災訓練実施に当たっての基本方針 

   

防災訓練は、以下の基本方針に沿って実施することとする。 

 

(1) 東日本大震災等の既往災害を踏まえた災害対応力の向上  
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東日本大震災、令和４年３月に発生した福島県沖を震源とする地震、令和４年８月及

び９月に発生した大雨や台風等の既往災害から得られた多くの防災対策に関する課題

への対応力向上を図るため、考え得る様々な被害への応急対応や複数の地方公共団体

にわたる広域的な対応等を訓練内容に取り入れる。 

 

(2) 実践的、効果的な訓練の推進 

実際に災害が発生した時に、行政機関、民間企業、住民等、それぞれが的確な対応を

とることができるよう、各主体が実践的に訓練を実施することが重要である。 

訓練実施において最も重要となる状況設定及び被害想定並びに応急対策として講ず

るべき事項（いわゆるシナリオ）については、より実践的かつ起こり得る最悪事態の想

定（発生時間帯や避難方法などに関した様々な事態の想定を含む）、災害時に現地で対

応した者の知見の反映、防災行動計画（タイムライン）等への対応を踏まえて作成し、

訓練進行上からの必要性等に捕らわれたり、見せることのみを目的としたりすること

のないように訓練を行う。 

訓練の準備段階では、国の行政機関、地方公共団体、その他の公共機関、住民、ライ

フライン・インフラ事業者等と、それぞれの役割を確認しつつ協力し、中央防災無線等

の情報通信手段、物資の備蓄状況や運送手段の確認の機会とするとともに、防災組織体

制及び災害応急対策に係る問題点等の抽出・発見に努め、実効性を検証する。 

訓練の方法については、人・物等を動かす実動訓練、状況付与に基づいて参加者に判

断を行わせる図上訓練等、実際の判断・行動を伴う方式により実施する。 

また、参加者の知識・経験に応じた段階的かつ継続的な訓練となるよう配慮する。 

 

（3）事前の教育研修の推進 

実際に災害が発生した時に的確な対応をとるためには、各人が災害時の状況を正し

くイメージできることが重要である。そのため、事前に、災害対応に必要な知識や技術

の習得をするとともに、防災行動計画（タイムライン）を活用するなどして、地域の災

害リスクやそれに応じた避難行動等の確認が不可欠である。 

防災担当者は、日頃からの自己研鑽・自己啓発の積み重ねが期待される。国は、特に

災害時にリーダーシップを発揮することが求められる地方公共団体の危機管理・防災

責任者等に対して、初動対応や災害対応の各フェーズで必要となる知識・技術を付与す

るための研修等の充実を図る。 

さらに、防災関係機関の防災部門以外の職員や地域住民に対しても、必要な知識やリ

スクに応じた行動等が確認・理解できる教育研修を、防災訓練に先立って実施し、その

成果を訓練で確認・検証するよう努める。 

 

(4) 多数の主体が参加・連携する訓練の実施 

組織を超えた防災対策を推進していくためには、各主体単独による訓練だけでなく、

できる限り多くの主体と連携した訓練の実施が期待され、多数の主体が参加・連携した

訓練の実施を通じて相互補完性を高めていく必要がある。 

このため、国と地方公共団体、地方公共団体相互、行政と民間、分野（業界）単位、

地域単位、実動部隊相互等様々な連携や、在日米軍等との国際的な連携の枠組みにより、

多数の主体が参加する訓練の実施に努める。 

 

(5) 防災関係機関等相互の連携強化 

災害時、特に初動対応の段階では、国の行政機関と被災した地方公共団体を始めとし

た防災関係機関等が相互に連携を密にし、正確な情報の収集とそれに基づく迅速かつ

的確な対応が不可欠である。 

このため、国や地方公共団体の幹部を含めた防災担当者による合同訓練を定期的に

実施するとともに、国は、各地域や業界等で実施される防災訓練に積極的に参画し、地

方公共団体やその他の公共機関、ライフライン・インフラ事業者等の防災関係機関等と
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の平時を含めた幅広い協力・連携体制の構築を図る。 

地方公共団体等は、消防、警察、自衛隊、海上保安庁、安全規制担当省庁、指定公共

機関、他の地方公共団体、ライフライン・インフラ事業者等との緊密な連携の下、広域

的なネットワ－クを活用した訓練や、地方公共団体間において締結されている協定等

に基づく広域的応援・受援訓練の推進に努める。 

 

 (6)  災害被害を軽減する国民運動に寄与する防災訓練の工夫・充実 

住民が積極的に防災訓練に参加することや、訓練を報道により見ることを通じて、自

らの災害に対する準備を充実させることができるよう、また、地域、学校、職場等にお

ける幅広い層が参加するよう、訓練内容を工夫・充実するとともに、マスコミ等との連

携を図りつつ、より多くの者が参加できるよう防災訓練の実施時期・実施場所・実施内

容・申込方法等を具体的に明示した広報の充実に努める。防災訓練の内容については、

ハザードマップを活用した想定される災害リスクの確認やそれに応じた避難行動、避

難場所、避難経路等の確認、転倒防止器具による家具や備品の固定、ガラスの飛散防止、

感震ブレーカーの設置等、被害減少のための予防的な取組、避難指示等や緊急地震速報

等による危険回避行動を積極的に加えるとともに、住民一人一人が防災に関する正し

い知識を身につけ、日頃から具体的な「備え」を実践することや被災時に的確な行動を

促すことを呼びかけ、自ら「日常においていかに備え、災害時に何をするべきか」につ

いて考える機会となるよう工夫する。 

また、訓練の実施にあたり、住民が適切な避難・行動を判断するのに必要な情報をス

マートフォンアプリ等様々なツールを用いて発信する訓練に努める。 

｢自らの命は自らが守る｣という意識が醸成された地域社会の構築に向け、子供の頃

から地域の災害リスク等を知り、命を守る行動を実践的に学ぶことが重要であること

を踏まえ、防災関係機関は、小学校、中学校等において実施される避難訓練と合わせた

防災教育を積極的に支援する。 

特に、本年は、関東大震災から 100 年となる節目の年でもあることから、この機会を

捉えた普及・啓発に係る取組を訓練と合わせて実施するよう努めること。 

 

(7) 男女共同参画及び要配慮者の視点に立った訓練の実施 

訓練計画の作成、訓練の実施等に当たっては、男女共同参画の視点を取り入れ、女性

の積極的な参加が得られるよう努めるとともに、様々な特性を有する要配慮者（高齢者、

障害者、難病患者、乳幼児、妊産婦、外国人（在留外国人及び訪日外国人旅行者等）等

をいう。以下同じ。）の視点に立ち、要配慮者本人の参加を得て避難場所への避難誘導

訓練等を行うことなどに努める。 

 

(8) 訓練の客観的な分析・評価の実施 

訓練終了後には、訓練準備の途上で判明した問題点の分析、参加者の意見交換、訓練

見学者及び外部有識者からの意見聴取等を通じ、訓練の客観的な分析・評価を行い、課

題等を明らかにした上、必要に応じ、訓練の在り方、防災マニュアル、防災協力協定、

防災行動計画（タイムライン）等の見直し等を行って、実効性ある防災組織体制等の維

持・整備、防災関係機関相互の連携強化を図る。 

 

(9) 計画的・体系的訓練の推進 

防災関係機関及びその防災担当者は、本大綱で示した多様な防災訓練について、年度

を通じて計画的に準備・実施するとともに、訓練内容も体系的に検証・確認できるよう

に実施し、組織的に災害対応力の向上が図られるよう努める。 

なお、多数の主体が参加する大規模な訓練をより実践に即した状況で実施するなど、

日程調整や訓練準備、段階的な訓練実施などに複数年度を要する訓練については、実施

年度以前より円滑に準備を行えるよう、次年度以降の訓練計画（中期計画）を定め、計

画的・体系的な訓練実施に努める。 
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（別紙１ 「防災訓練中期計画」参照） 

 

(10) 国からの支援 

国においては、地方公共団体等における防災研修、訓練等の充実に資するため、マニ

ュアルや教材等の提供に努める。 

 

(11) デジタル技術の活用 

デジタル技術の活用は、人命救助、被害最小化等の災害対応力の向上に資するものと

して、大きな期待が寄せられている。このため、デジタル技術を活用した災害対応に備

え、電子地図を用いた関係機関相互の情報共有等、特に初動期に有用な情報収集・共有

や、緊急支援物資の調達・輸送、被災者支援手続等の各分野に係るデジタル技術を活用

した災害対応手順を確認し、システムの操作習熟等を図る実践的な訓練の実施に努め

る。 

また、訓練参加者が、より現実性をもって訓練に臨むこと、災害発生時の行動の適

否を事後的に評価すること、任意の時間に訓練を行うこと等を可能とする観点から、

スマートフォンアプリ等のデジタルツールを活用した訓練の実施に努める。 

 

（12） 感染症に配慮した訓練の実施 

実災害の災害対応時に必要となる感染症対策を踏まえ、デジタル技術等も活用し

ながら、感染症に配慮しつつ訓練を実施する。 

    また、訓練内容の企画に際しては、必要に応じ、感染症対策に関する項目を取り入

れるよう努める。 

 

４．政府における総合防災訓練等 

 

（1） 地震・津波災害に関する防災訓練 

 

ア 「防災の日」総合防災訓練 

「防災の日」（９月１日）に、以下の訓練を実施する。 

 

ａ 「防災の日」政府本部運営訓練 

内閣総理大臣を始めとする全閣僚の参加の下、首都直下地震を想定し、関係地方

公共団体等と連携して、首都直下地震における具体的な応急対策活動に関する計

画を踏まえた災害時の地震災害応急対策の実施体制の確保等を図る訓練を実施す

る。 

ｂ 首都直下地震を想定した九都県市合同防災訓練と連携し、被災地（相模原市）へ

の現地調査訓練を実施する。 

ｃ 首都直下地震を想定し、閣僚の徒歩等による官邸への参集訓練を実施する。 

  

イ 「津波防災の日」・「世界津波の日」地震・津波防災訓練 

国民の間に広く津波対策についての理解と関心を深めるため、「津波防災の日」・

｢世界津波の日｣（11 月５日）の前後に以下の訓練を実施するとともに、地方公共団

体、民間企業等に広く呼びかけを行い、地震・津波防災訓練の実施を促す。 

 

ａ 緊急地震速報の訓練 

地方公共団体等と連携して、広く国民の参加の下、緊急地震速報を見聞きした際

の行動訓練を実施する。 

ｂ 地震・津波防災訓練 

○関係地方公共団体等と連携し、各地域で、地域住民を対象にした地震・津波防災

訓練を実施する。 
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○大規模地震による津波を想定し、関係地方公共団体、その他の公共機関等と連携

して、被災者の救助・救出活動訓練、活動支援のための TEC-FORCE（国土交通省

緊急災害対策派遣隊）による緊急排水訓練、道路・航路啓開や緊急物資輸送訓練、

船舶への非常災害発生周知措置及び伝達等に係る訓練を実施する。 

 

ウ 政府図上訓練 

 

ａ 緊急災害対策本部事務局運営訓練 

首都直下地震を想定し、関係地方公共団体、関係指定公共機関等と連携して、具

体的な応急対策活動に関する計画等に基づき緊急災害対策本部事務局運営訓練を

実施し、その業務遂行能力の向上を図るとともに、応急対策の有効性等に係る検証

を行う。また、必要に応じて、座学や参集訓練を実施する。 

ｂ 緊急災害現地対策本部運営訓練  

首都直下地震や南海トラフ地震、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震を想定し、

各地域で、関係地方公共団体、関係指定公共機関等と連携して、具体的な応急対策

活動に関する計画等に基づき緊急災害現地対策本部運営訓練を実施し、その業務

遂行能力の向上を図るとともに、応急対策の有効性等に係る検証を行う。また、必

要に応じて、座学や参集訓練を実施する。 

ｃ 自衛隊統合防災演習 

南海トラフ地震を想定し、関係府省庁、関係地方公共団体等が連携して、総合的

な防災訓練（指揮所活動）を実施する。 

ｄ 南海トラフ地震臨時情報等対処訓練 

南海トラフ地震、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に関連する各種情報の発表

と伝達及び発表された際の政府の対応に関する訓練を実施する。 

   ｅ 首都直下地震に関する初動訓練 

     首都直下地震を想定し、初動対処を確認する訓練を実施する。 

   

エ 地域ブロック広域訓練 

  首都直下地震や南海トラフ地震等を想定し、地域ブロックにおいて、関係府省庁、

関係省庁地方支分部局、関係地方公共団体、その他の公共機関、ライフライン・イン

フラ事業者、マスコミから構成される協議会等が主体となって広域的な実動・図上訓

練を実施する。 

 

ａ 九都県市合同防災訓練 

   ｂ 近畿府県合同防災訓練 

ｃ 南海トラフ巨大地震対策九州ブロック協議会合同防災訓練 

 

オ 地方公共団体等と連携して実施する実動訓練等 

警察庁（警察災害派遣隊）、消防庁（緊急消防援助隊）、国土交通省（TEC-FORCE）、

海上保安庁、防衛省（自衛隊）及び災害派遣医療チーム（DMAT）等が、関係地方公共

団体等と連携し、実動訓練等を実施する。 

 

ａ 各管区警察局等における広域緊急援助隊合同訓練 

ｂ 緊急消防援助隊地域ブロック合同訓練 

   ｃ 離島における自衛隊による統合防災訓練 

ｄ 各都道府県における総合防災訓練 

 

（2） 風水害に関する防災訓練 

 

ア 総合水防演習 
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５月（水防月間）を中心に、関係地方公共団体等と連携し、各地域で水防団による

水防活動の実践訓練と住民参加の避難訓練、情報伝達訓練等を組み合わせた総合的

な演習を実施する。 

 

イ 土砂災害・全国防災訓練 

６月（土砂災害防止月間）を中心に、関係地方公共団体等と連携し、全国の土砂災

害警戒区域等で、住民参加による避難訓練、情報伝達訓練等を実施する。 

   

ウ 大規模水害対処訓練 

大規模な河川流域において浸水被害が発生したことを想定し、大規模水害対処図

上訓練を実施する。  

 

エ 広域避難に関する訓練 

首都圏における大規模水害からの広域避難の実施を想定し、関係府省庁が連携し

た図上訓練を実施する。 

 

（3） 火山災害に関する防災訓練 

活動火山対策特別措置法を踏まえ、関係府省庁等が参加する各地の火山防災協議会

等が策定した避難計画に基づき、又はその検討状況に応じて、火山ハザードマップに

即した避難訓練や住民、登山者、旅行者への情報伝達体制を確認する訓練等を実施す

る。 

 

（4） 雪害に関する防災訓練 

道路管理者、関係機関等が連携し、大雪時に大規模な車両滞留等が発生したことを

想定し、道路交通を確保するための合同実動訓練を実施する。 

 

（5） 事故災害対処訓練 

様々な事故災害に迅速かつ的確に対応するため、以下の訓練を実施する。 

 

ア 排出油等防除訓練 

  海上における大規模な油流出事故が発生したことを想定し、関係府省庁が連携し

た図上訓練を実施する。 

 

イ 航空災害対処訓練 

  大規模な航空災害が発生したことを想定し、関係府省庁が連携した図上訓練を実

施する。 

 

ウ 道路災害対処訓練 

  大規模な道路災害が発生したことを想定し、関係府省庁が連携した図上訓練を実

施する。 

 

  エ 船舶事故対処訓練 

    海上における旅客船事故が発生したことを想定し、関係府省庁が連携した図上訓

練を実施する。 

 

オ 大規模火事災害対処訓練 

大規模な火災が発生したことを想定し、関係府省庁が連携した図上訓練を実施す

る。 

 

(6) 原子力総合防災訓練 
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原子力災害発生時の対応体制を検証すること等を目的として、原子力災害対策特別

措置法に基づき作成された訓練計画を踏まえ、原子力緊急事態等を想定し、国、地方公

共団体、原子力事業者等が合同で行う訓練を実施する。 

 

(7) 業務継続計画検証訓練 

 

ア 情報伝達・官邸参集図上訓練 

首都直下地震発生時に閣僚が速やかに官邸に参集できるよう、所在の違いに応じ、

利用可能な通信手段を用いた安否確認、参集手段確保の訓練を実施する。 

 

イ 業務継続計画実効性確認訓練 

各府省庁において、業務継続計画の実効性を検証・確認するため、首都直下地震等

発生時に自ら被災した場合を想定して、以下の訓練を実施する。 

 

ａ 非常時優先業務に係る訓練 

関係機関との連携を念頭に置いて、本庁舎又は代替庁舎における災害対策本部

の設置・運営等の訓練を実施する。 

ｂ 管理事務に係る訓練 

庁舎管理、職員の安否確認、非常参集、情報システムの継続確保、帰宅困難者対

応等の訓練を実施する。 

 

(8) 分野（業界）別訓練 

首都直下地震等大規模災害発生時に、中央銀行や主要な金融機関等の経済中枢機関

及びライフライン・インフラ事業者等の業務継続性を確保するとともに関係機関が連

携して迅速にライフライン等を復旧させることが重要である。このため、電力・通信に

係る事業者間で連携した訓練を実施するなど、関係機関や電力・ガス・上水道・通信に

係るライフライン事業者、鉄道等に係るインフラ事業者等は、各分野（業界）別に、又

は、応急対応のテーマ別に、業界横断的な訓練の実施に努めることとし、各分野（業界）

の事業者を所管する府省庁等は、各事業者において訓練が実施されるよう積極的に働

きかけるとともに、必要に応じて合同で外部機関との連携訓練を実施するよう努める。 

 

(9)  大規模地震時医療活動訓練 

南海トラフ地震を想定し、四国・九州ブロックを被災地と想定した地方公共団体が行

う地域医療活動訓練と連携して、災害派遣医療チーム（DMAT）の参集、活動、広域医療

搬送等の図上・実動訓練を実施する。 

 

(10) 船舶における災害医療活動に関する訓練 

   日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震等の大規模災害時における船舶を活用した災害

医療活動について、関係府省庁、関係地方公共団体、医療関係団体等と連携し、災害

派遣医療チーム（DMAT）等の参集、患者の搬出入、応急処置等の訓練を実施する。 

 

(11)  緊急輸送のための交通の確保に関する訓練 

大規模地震等の災害時において、緊急通行車両等の通行を迅速に確保するため、関

係地方公共団体等と連携し、道路の障害物の除去、道路の復旧、放置車両等の撤去・

移動等の訓練を実施する。 

 

(12) 物資の調達・供給に関する訓練 

災害時における物資の調達、供給を迅速に行うため、関係地方公共団体等と連携し、

以下の訓練を実施する。 
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ア 「災害時石油供給連携計画」に基づく燃料供給訓練 

    石油精製・元売各社等と連携し、「災害時石油供給連携計画」の実施勧告に基づく

燃料供給に関する意思決定等の訓練を実施する。 

 

イ 基幹的広域防災拠点における広域輸送訓練 

   川崎港東扇島及び堺泉北港堺２区に所在する基幹的広域防災拠点において、物資

の輸送等に係る訓練を実施する。 

 

 ウ 国・地方公共団体間における災害時の物資調達・輸送調整等に関する訓練 

   災害対応に係る実効性向上のため、物資調達・輸送調整等支援システムの操作習熟

等、災害時を想定した物資支援業務に関する訓練を実施する。 

 

(13) 在日米軍等と連携した防災訓練 

関係地方公共団体とともに、自衛隊と在日米軍等が連携した防災訓練を実施する。 

 

(14) 被災市区町村への応援職員派遣に関する訓練 

全国知事会、全国市長会、全国町村会、指定都市市長会及び関係地方公共団体と連携

し、被災市区町村における行政機能の確保の支援を目的として、受援体制の整備に留意

しつつ、応急対策職員派遣制度による応援職員の派遣に関する情報伝達・連携訓練を実

施する。 

 

５．地方公共団体等における防災訓練等 

 

(1) 地方公共団体等の総合防災訓練の重要性   

災害時における初動対応を直接担うのは、地方公共団体であり、その業務継続の確保

に努めることや、国を始め防災関係機関及び住民、事業所等との連携、協力を得て、地

域の防災体制が十分その機能を発揮するよう努めることが求められる。 

このため、地方公共団体においては、災害時における職員の参集、非常用電源の確保、

情報システムのバックアップ、多様な手段を活用した情報伝達、災害対策本部の設置・

運営、国との連携の確認等の初動対応訓練や、避難所の開設訓練、避難生活環境の向上・

避難生活支援の人材育成等を目標とした避難所運営訓練、支援物資の調達・輸送訓練等

各年ごとに訓練を実施する上での重点的なテーマを明確にして、毎年定期的な訓練の

実施に努める。 

また、地方公共団体、指定地方公共機関等の地域の防災関係機関は、自衛隊、海上保

安庁等、国の機関とも協力し、また、自主防災組織、非常通信協議会、民間企業、障害

者団体、NPO・ボランティア及び住民等とも相互に適切な役割分担を行いつつ、連携し

た訓練を一体的に実施するとともに、訓練の客観的な分析・評価結果を参加機関で共有

し、必要に応じて連携の在り方等を見直すなどして、地域の災害対応力が向上するよう

努める。 

さらに、大規模災害の発生を想定し、広域的ネットワークを活用した訓練や地方公共

団体間の緊密な連携の下に地方公共団体相互に締結されている協定等に基づく広域的

応援・受援訓練の実施に努める。その際、受援計画や応急対策職員派遣制度に基づく応

援職員の受け入れについて、訓練メニューに含めるよう努める。 

 

(2) 国や地方公共団体相互、民間企業、関係団体の連携の重要性 

災害時において、地方公共団体は国の関係機関や他の地方公共団体、民間企業、関係

団体と連携して対応することが重要である。このため、国と地方公共団体の災害対策本

部間や民間企業、関係団体の連携が円滑に構築されるよう、国、都道府県、市町村、民

間企業及び関係団体の連携並びに隣接した地方公共団体間の連携を想定した訓練の実

施に努める。 
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(3) 地域の実情に応じた訓練 

各地域により訓練が必要とされる災害の種類等が異なることから、地震災害、津波災

害、風水害、竜巻災害、土砂災害、火山災害、雪害、原子力災害等の過去の災害発生履

歴等を踏まえ、当該地域において特に訓練の必要性が高い災害を想定し、多数の住民の

参加による、地域の実情に応じた訓練の積極的な実施に努める。 

特に、水害や土砂災害の危険性のある地域においては、出水期前の実施に努める。ま

た、大規模水害等からの広域避難計画を策定済みの地域においては、避難元や避難先の

市町村等の関係者が連携して、避難行動を促す住民への周知、及び円滑な実施に資する

関係者間の情報伝達等の習熟のため、必要な訓練を実施するよう努める。 

津波災害が発生するおそれがある地域においては、地震の揺れが収まり次第直ちに

津波からの避難行動を開始する早期避難意識の定着・向上を図るとともに、津波発生時

の避難方法について、徒歩によることを原則とすることとしつつ、やむを得ず自動車に

より避難せざるを得ない場合、市町村は、避難者が自動車で安全かつ確実に避難できる

方策を市区町村においてあらかじめ検討することとし、必要な訓練を実施するよう努

める。さらに、積雪寒冷地においては、避難に時間を要することや低体温症のリスク等

に留意した訓練の実施に努める。 

大規模地震に伴う公共交通機関の広域的な運転見合わせにより、大量の帰宅困難者

の発生が想定される地域においては、市区町村を中心に、主要駅に設置されている駅前

滞留者対策協議会の参加団体が連携し、災害時の体制づくりのため、PDCA サイクルに

基づいた継続的な訓練の実施に努める。 

実施に当たっては、地域の防災関係機関と連携し、平時から危険箇所や訓練の手法等

について意見交換が行えるような関係の醸成に努める。なお、避難所の開設や運営の訓

練においては、施設・敷地の浸水等の被害状況に留意する。 

（別紙２ 「地方公共団体等における防災訓練の実施例」参照） 

 

(4) 地域住民が防災を考え、具体的な行動をとる機会の提供 

地域住民が災害対策の主役であり、｢自らの命は自らが守る｣という意識を持つこと

が重要との観点から、地域住民等に対して、その地域の災害リスク情報や災害時にとる

べき避難行動等の周知徹底に努める。 

訓練計画の作成、訓練結果の分析・評価に当たっては、地域住民の意見、提案等が反

映されるよう努める。その際、男女共同参画の視点を取り入れ、女性の積極的な参加が

得られるよう努める。 

防災訓練は、近隣の安全な場所への避難や屋内での安全確保、早い段階での自主的避

難の開始、災害に適した待避場所や家族の連絡手段・連絡要領の確認その他災害時にお

ける行動の在り方のみならず災害発生前の備えについて考える機会となる。このため、

地方公共団体等は、地域住民に対して、防災に関する講演会やワークショップ形式を活

用したマイ・タイムラインの作成等の実践的な研修等を通じ、その地域の災害リスク情

報や災害時にとるべき避難行動等を周知するとともに、訓練にはハザードマップを活

用した想定される災害リスクの確認やそれに応じた避難行動、避難場所、避難経路等の

確認、転倒防止器具による家具や備品の固定、ガラスの飛散防止等の被害減少のための

予防的な取組や、緊急地震速報を見聞きした際の危険回避行動、津波災害の恐れがある

地域での早期の避難行動開始を意識づける取組等積極的に加えるよう努める。 

また、例えば高層建築物に入居している住民や事業者自らの災害対応力の向上を目

的とするなど、地域、学校、職場等における幅広い層が連携・参加できるよう努めると

ともに、訓練の広報の方法、形態についても工夫し、住民の災害に対する平時からの備

えの充実につながることとなるよう努める。 

 

(5)  地域住民等の連帯による自主的な防災訓練の普及推進 

地域の防災力を高めるため、地区防災計画に基づいた訓練等、自主防災組織を中心と
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する地域住民が自ら実施し、幅広い層が連携・参加する防災訓練の普及に努める。特に、

地域の防災拠点となる学校等において、拠点の管理者と地域住民とが一体的に取り組

む訓練の実施を推進する。また、地域の事業所や地域住民等による地域の要配慮者の避

難支援の訓練等、災害時の共助につながる防災訓練の実施を促す。 

さらに、参加者の知識・経験に応じた段階的かつ継続的な訓練となるよう配慮する。 

また、NPO・ボランティア等が実施する訓練について、住民や地域の関係機関が参画

することにより、地域の防災力の向上に資することとなるよう努める。 

 

(6)  NPO・ボランティア等との連携 

地域防災計画等に位置づけられている NPO・ボランティアとの連携について、より実

効性を確保するために、NPO や社会福祉協議会等のボランティア活動に関係する各機関

との連携訓練や、NPO・ボランティアの受入れを想定した訓練を実施し、災害時に NPO・

ボランティアが十分に力を発揮できるような環境整備に努める。 

特に、被災者のニーズ把握や NPO 等の活動調整等を行う災害中間支援組織との連携

について、発災後に早急な関係構築を図ることは困難であることから、平時から災害時

を念頭に置いた役割分担等を定めるとともに、これらに基づき訓練を実施するよう努

める。 

なお、避難所の運営訓練の実施にあたっては、避難所運営の担い手育成の観点から、

住民や NPO・ボランティアの参加を得て避難生活環境の向上を意識した訓練となるよう

努めるとともに、避難生活支援の担い手となるボランティアの発掘・育成及び連携に努

める。 

 

(7) 避難指示等の発令・伝達の円滑化 

洪水、内水氾濫、土砂災害、高潮、津波の災害発生に備え、地域の防災関係機関との

協力体制を構築した上で、災害時に避難指示等の発令の必要性について意思決定し、利

用可能な伝達手段を活用しつつ躊躇なく避難指示等を発令・伝達できるようにすると

ともに、住民が適切に避難行動をとれるよう、職員と住民の参加による避難指示等の発

令・伝達、避難判断のための訓練の定期的な実施に努める。 

避難情報について、住民にその内容が理解されるよう周知徹底することが極めて重

要である。また、住民や地域の関係機関が参画する訓練の実施に努め、特に、災害発生

のおそれの高まりに応じて、発令対象区域を限定して、必要と認める地域の要配慮者に

対して発令される「高齢者等避難」及び必要と認める地域の必要と認める居住者等に対

して発令される「避難指示」、「緊急安全確保」について、その意味や発令された際に

とるべき行動等に関する理解の促進に努める。 

避難指示等の発令・伝達の訓練に当たっては、警戒レベルを用いて、住民が的確に状

況を把握し、とるべき行動を理解できるよう伝達する。ただし、津波のおそれがある地

域や海沿いにいるとき、地震に伴う強い揺れ又は長時間ゆっくりとした揺れを感じた

場合は、津波警報等の発表や避難指示の発令を待たずに、自発的に危険な地域からの一

刻も早い避難が求められることを踏まえ、住民への伝達の際にレベル区分はなじまな

いことから、基本的には避難指示のみを発令することとなることに留意する。 

なお、避難情報等が住民等に確実に伝わるよう、多様な伝達手段を組み合わせて情報

を発信することに留意する。また、空振りを減らし、住民が我がこと感を持てるよう、

災害リスクのある区域等に適切に発令対象を絞り込むため平時から発令基準を整備す

ることが重要であること、更に避難情報の発令の判断に際しては、国・都道府県に技術

的な助言を求めることができる点にも留意する。 

 

(8)  要配慮者の避難支援訓練等 

   避難行動要支援者ごとに、避難先や避難経路、避難誘導時の配慮事項等の情報を記載

した個別避難計画の実効性を高めるには避難行動要支援者が自主的に実施できるもの

（屋内安全確保を想定した訓練や、避難先まで歩き経路を確認すること等）を含め訓練
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を通じた改善が重要である。   

こうしたことを踏まえ、考え得る様々な災害や被害を想定し、避難行動要支援者名簿

及び個別避難計画も活用して、高齢者等避難等の避難情報の伝達、避難場所への避難誘

導、避難所の開設・運営等に関する訓練を、「防災」と「福祉」の関係部局や地域の関

係者（自主防災組織、社会福祉協議会等）が緊密に連携の上、要配慮者本人や要配慮者

利用施設（社会福祉施設、学校、医療施設その他の主として要配慮者が利用する施設を

いう。以下同じ。）の管理者、さらには、NPO・ボランティア、地域企業の従業員等の参

加を得ながら実施するよう努める。訓練で得られた課題等については、実効性のある個

別避難計画の作成、地区防災計画や要配慮者利用施設の避難計画等の策定、施設職員向

けのマニュアルの改正等の改善策の検討を通じて、要配慮者の避難支援等の体制の整

備に努める。特に訓練等で個別避難計画と地区防災計画の連動について実効性を確認

することが重要である。また、要配慮者が災害時に適切な避難行動をとれるよう、要配

慮者の避難行動の理解促進に向けた取組を実施する。 

 

(9)  不特定多数の者を対象とした防災訓練 

大型商業施設、地下街、旅館・ホテル、観光施設、競技施設等の集客施設と連携し、

従業員や一般客が参加する防災訓練を推進し、災害時の地域の安全の確保に努める。 

その際、訪日外国人等にも配慮し、多言語化や視覚化に対応したデジタルサイネージ

やスマートフォンアプリ等の災害情報伝達ツールを活用した情報伝達や避難誘導等に

関する訓練の実施に努める。 

 

(10) 感染症の拡大を想定した防災訓練の実施 

   感染症拡大のおそれがある状況下での災害対応に備え、防災部局、保健福祉部局、保

健所、消防等が十分に調整して、各機関が持っている知見を活かし医師等専門家の確認

を受けるなどしつつ感染症対策に配慮した避難所開設・運営訓練等を積極的に実施す

るものとする。 

   その際、感染症対策に必要な手順・課題等を確認・検証し、防災マニュアル等の見直

しに資するものとする。 

 

６．フォローアップ等の実施 

 

本大綱に基づく政府の防災訓練の実施状況については、年度末に向けて、これをフォロ

ーアップし、その結果を翌年度の総合防災訓練大綱に反映させる。 

 

７．本大綱の変更について 

 

本大綱について、やむを得ない事態が生じたときは、中央防災会議会長の専決により変

更することができる。  
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別 紙 １ 

防災訓練中期計画 

 

 

緊急災害対策本部事務局運

営訓練及び緊急災害現地対

策本部運営訓練 

具体的な災害応急対策に関する計画が策定されている首都直下地震や
南海トラフ地震、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震を想定し、関係地
方公共団体、関係指定公共機関等と連携した緊急災害対策本部事務局運
営及び緊急災害現地対策本部運営に関する図上訓練を毎年度実施する。 

大規模地震時医療活動訓練 

首都直下地震、南海トラフ地震又は日本海溝・千島海溝周辺海溝型地
震を想定して、関係地方公共団体等と連携し、災害派遣医療チーム
（DMAT）の参集、活動、広域医療搬送等の訓練を、令和６年度は関東ブ
ロック、令和７年度は北海道及び東北ブロックを被災地と想定した訓練
を実施する。 

原子力総合防災訓練 

原子力災害発生時の対応体制を検証すること等を目的として、原子力
災害対策特別措置法に基づき作成された訓練計画を踏まえ、原子力緊急
事態等を想定して、国、地方公共団体、原子力事業者等が合同で行う訓
練を毎年度実施する。 

被災市区町村への応援職員

派遣に関する訓練 

大規模災害時の被災市区町村における行政機能の確保の支援を目的
として、応急対策職員派遣制度により応援職員を円滑に派遣するた
め、全国知事会、全国市長会、全国町村会、指定都市市長会及び関係地
方公共団体と連携して、受援体制の整備に留意した情報伝達・連携訓練
を毎年度実施する。 

管区広域緊急援助隊合同訓

練 

大規模災害時の災害対処能力向上及び防災関係機関との連携強化を図
るため、管区警察局ごとに広域緊急援助隊、緊急災害警備隊等の部隊が
一堂に会し、関係実動部隊と一体となった合同の実動訓練を毎年度実施
する。 

緊急消防援助隊地域ブロッ
ク合同訓練 

緊急消防援助隊の技術及び連携活動能力の向上を図るため、関係地方
公共団体、関係実動部隊と連携して、全国を６ブロックに分け、ブロッ
ク内の緊急消防援助隊の合同の実動訓練及び図上訓練を毎年度実施す
る。 

緊急消防援助隊全国合同訓
練 

緊急消防援助隊の技術及び連携活動能力の向上を図るため、関係地方
公共団体、関係実動部隊と連携して、全国規模での実動訓練及び図上訓
練をおおむね５年に１度実施する。 

「災害時石油供給連携計
画」実施の訓練 

石油備蓄法に定められた「災害時石油供給連携計画」に基づき、緊急
時石油供給に関する図上訓練及び実動訓練を関係府省庁、関係企業、業
界団体、都道府県と連携して、毎年度実施する。 

大規模津波防災総合訓練 

 11 月５日「津波防災の日」・｢世界津波の日｣の前後に、南海トラフ地
震等による大規模津波が想定される地域において、防災関係機関と連携
し、被災者の救助・救出活動、活動支援のためのＴＥＣ－ＦＯＲＣＥに
よる緊急排水や道路・航路啓開、緊急物資輸送等の実動訓練を毎年度実
施する。 

基幹的広域防災拠点におけ

る広域輸送訓練 

大規模災害時に首都圏・近畿圏の物流コントロール機能を担う、川崎
港東扇島及び堺泉北港堺２区に所在する基幹的広域防災拠点において、
防災関係機関と連携した緊急物資の広域輸送等の実動訓練を毎年度実施
する。 

総合水防演習 

５月の水防月間を中心に、全国９ブロックにおいて、関係地方公共団
体（水防管理団体）、防災関係機関等と連携し、水防団による水防活動
の実践訓練や住民参加の避難訓練、情報伝達訓練等を組み合わせた総合
的な訓練を毎年度実施する。 

自衛隊統合防災演習 

首都直下地震、南海トラフ地震、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震
等を想定し、関係府省庁、関係地方公共団体等と連携して、総合的な防
災訓練（指揮所活動等）を毎年度実施する。 
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別  紙 ２ 

地方公共団体等における防災訓練の実施例 

 

事   項 内          容 

１ 初動体制等危

機管理体制の

検証、情報収

集・伝達等の

訓練 

 防災関係機関は、それぞれの地震防災強化計画、防災業務計画及び地域防

災計画に基づき、防災関係機関相互の連携と協力体制の確保に努めるととも

に、情報の混乱防止に配慮した、迅速かつ的確な災害関係情報の収集・伝達

及び広報の訓練として、以下の訓練に努める。 

  ○緊急地震速報受信時等の危険回避行動訓練、交通機関が途絶した場合等

を想定した職員等参集訓練、地震発災直後における被害情報の収集・伝

達・分析に係る訓練（ドローン、アプリ、リモート会議の活用等）、災害

対策本部機能の検証等初動体制の確立に係る訓練 

 〇都道府県から市町村へのリエゾン派遣訓練 

〇応急対策職員派遣制度に関する情報伝達・連携訓練 

○防災関係機関相互間における中央防災無線、衛星携帯電話等の各種の通

信網を活用した情報の収集・伝達訓練 

 ○防災関係機関と住民等との間におけるインターネット、アプリ、アマチ

ュア無線、衛星携帯電話等の多様な手段を活用した情報収集・伝達訓練 

○住民避難の周知徹底等住民の安全確保のための情報伝達（アプリ、タブ

レット等多様な手段の活用）及び災害発生後の余震、降雨等による土砂

災害及び建物の倒壊、公共施設の破損等二次災害防止のための点検に係

る広報訓練 

 

２ 応急対策訓練   防災関係機関は、保有する航空機、船舶、緊急車両、資機材等の特性と機

動力等を活かしつつ地域での一体的な共同訓練として、以下の訓練に努める。 

 ○災害時に備えた資機材・人員等の配備及び関係機器等の操作訓練 

 ○同時多発火災の消火・延焼防止、負傷者等の救出・救護、トリアージ訓

練、医療機関への搬送等の訓練 

 ○避難所の開設及び運営、給食及び給水並びに非常用トイレ対策等の対応

訓練（宿泊演習やトイレ実使用含む） 

○宿泊施設を活用した避難所開設に係る訓練 

  ○自宅や車中泊を含めた被災者の所在及びニーズの把握並びに健康状態の

確認訓練 

○広域応援協定等に基づく広域的応援訓練と支援体制の点検 

  ○緊急消防援助隊、広域緊急援助隊等の受入れ 

 〇電気自動車・燃料電池自動車等（電動車）を非常用電源として活用する

訓練 

○避難所の開設などにおいて、女性視点を取り入れた訓練（運営への女性

参画、女性専用スペース（更衣室、授乳室、トイレなど）の設置、防犯

ブザーの設置、生理用品の設置など） 

 

３ 自主防災訓練  自主防災組織を中心とし、地区防災計画に基づいた訓練をはじめ、地域の

一員としての事業所・学校・障害者団体・NPO・ボランティア等の参加・協力

を求めて行われる地域住民等の連帯による地元密着型の自主防災訓練等とし

て、以下の訓練・取組に努める。 

 ○地域住民等相互が助け合って行う初期消火、負傷者等の救出・応急救護、

給食給水、災害関係情報の収集・伝達・広報等の訓練 

 ○避難行動要支援者名簿等も活用した、大規模な住民避難及び屋内退避に

係る訓練等、特に要配慮者に重点を置いた避難・誘導訓練 

〇個別避難計画に記載等されている避難先や、避難支援等実施者と合流す

る場所（玄関先等）まで移動する訓練 
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〇避難所の開設、運営訓練と合わせて、個別避難計画の実効性を確認する

ための訓練を行い、避難行動要支援者の避難生活訓練も実施 

○ペットを伴った避難及び受入訓練 

  ○地域住民と NPO・ボランティア間の協力による救援活動・救援物資等の

支援の受入れ、調整等に係る訓練 

 ○各事業所における災害時の要員の参集、従業員等の初期消火・避難誘導・

生産ラインの点検、情報システム等の復旧手順の点検・確認訓練、災害

情報の収集・伝達等の訓練及び応急復旧等の訓練及び防災関係機関、近

隣の事業所、地域住民等との合同訓練 

  ○学校等を防災拠点とする地域住民の参加による訓練 

 ○地域、家庭、職場、学校等における災害時の安全対策・防災用品の点検、

非常持出し品の点検及びその携行、緊急地震速報や津波警報等の発表時、

避難指示発令時、竜巻等突風発生時等における危険回避行動の点検、避

難経路・避難場所の確認、家族との連絡方法の確認等の訓練 

 〇高層マンションを有する地域では、高層マンションのエレベーターや電

気、水等の供給が停止した場合の訓練 

 ○夜間における災害発生に対応した訓練並びに長期間の避難及び帰宅困難

者支援訓練等広域・同時被災に対応した訓練 

 ○｢自宅周辺の災害リスクや災害時の避難経路等｣を予め確認した上で、｢災

害・避難カード｣の作成及び家庭内での共有 

 ○当該カードに基づいた避難訓練の実施及び記入内容の見直し 

 〇通訳ボランティアの支援による「災害多言語表示カード」を使用した外

国人に対する避難誘導訓練 

 

４ 緊急輸送路確

保等の訓練 

 防災関係機関相互の連携のもと、道路及び岸壁の損壊、放置車両、避難・

救援車両及び船舶の流入等による陸上・海上の交通渋滞・混雑に対する訓練

として、以下の訓練に努める。 

 ○災害時の運転方法等の普及啓発と併せ、道路の障害物の除去、道路復旧、

放置車両等の撤去の訓練 

 ○緊急輸送路確保のための車両の流入規制等の交通規制、交通信号機滅灯

対策、船舶の入港制限等の交通規制訓練 

 ○車両、船舶、航空機等多様な輸送手段を活用し、それぞれの機能と特性

を考慮した応急対策要員等の緊急輸送訓練 

 ○都道府県の区域を越えた広域的な緊急輸送訓練及び重傷患者の搬送訓練 

 

５ ライフライン

の確保・対応、

物資の調達・

輸送等の訓練 

 防災関係機関等が一体となって、ライフライン等の確保、情報化対応及び

物資の調達・輸送等の円滑化に向け、以下の訓練に努める。 

 ○通信・電力・ガス・上下水道等のライフラインの地域、企業等において

行う代替手段等の確保、関係機器の点検とその使用方法の習熟等の訓練 

 ○ライフライン施設における、相互応援も含んだ応急復旧等の訓練 

 ○災害廃棄物処理計画も活用した災害廃棄物に関する地方自治体での処理

体制の確保に関する訓練  

  ○住居、事務所等の倒壊に備えた応急用資機材の確保、調達、応急復旧等

の訓練 

 ○情報ネットワークシステムを利用している事業所等におけるバックアッ

プ手段の点検・運用等の訓練 

 ○地方公共団体の住民情報システム等の安全対策の点検、代替方策の確認

等の訓練 

 〇物資拠点の開設及び受け入れ等に関する訓練 

 ○物資供給事業者や運送事業者等の協力による支援物資の調達・輸送訓練 

 ○大規模地震等発災時に「災害時石油供給連携計画」が発動した場合の石
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油連盟による緊急要請対応システム又は燃料調整シートを活用した訓練 

○大規模地震等発災時に国への要請が必要となった場合の「物資調達・輸

送調整等支援システム」を活用した訓練 

 ○ドローンを活用した物資の輸送訓練 

 

６ 混乱防止訓

練・帰宅困難

者対策訓練 

  タ－ミナル駅、繁華街、地下街、高層ビル、競技施設等のような不特定多

数の者が集まり、心理的不安を誘発しやすい場所等において、防災関係機関

等が一体となって施設利用者の安全確保、情報伝達・広報、避難・誘導等の

訓練として、以下の訓練に努める。 

 ○大型商業施設、旅館・ホテル、観光施設、競技施設等において、必要な

情報を適切に提供する情報伝達訓練・広報訓練、一般客の参加を得た緊

急地震速報受信時等の施設利用者の安全確保（施設の状況によっては施

設内待機）・避難・誘導訓練 

 ○滞留状況把握と関係機関間での情報伝達に関する訓練 

  ○鉄道、地下鉄等における乗客への情報伝達、避難・誘導、負傷者の応急

救護、緊急地震速報等を用いた列車の停止・減速運転、車両脱線復旧等

の訓練 

 ○病院、社会福祉施設、競技施設等における要配慮者等の情報伝達、緊急

地震速報受信時等の避難・誘導訓練 また、大都市圏においては、上記

のほか、駅前滞留者対策訓練や徒歩帰宅訓練等の帰宅困難者を想定した

訓練の実施に努める。 

 

７ 津波、水害、土

砂災害、火山

災害等の危険

が懸念される

地域における

訓練 

 近年の風水害、火山災害等の教訓等、地域の特性を踏まえて、住民、観光

客、施設管理者等の参加協力を得るよう努めつつ、以下の訓練に努める。  

 ○洪水、内水氾濫、土砂災害、高潮、津波、雪害、火山災害等の懸念され

る地域における避難指示等の発令・伝達・広報訓練 

 ○住民や観光客、登山者等の不特定多数を対象とした避難・誘導訓練、救

出・救護訓練、雪下ろしの訓練等 

 ○津波危険予想地域における沿岸部の警戒監視、津波警報等と避難指示（緊

急）の伝達・広報訓練及び住民、観光客、船舶等の早期避難・誘導、水

難救助訓練（スピーカー搭載ドローン活用等） 

 〇積雪寒冷下における避難誘導訓練、避難所の開設等訓練 

 

８ 地域内の誰も

が、それぞれ

の場所で参加

できる訓練 

（シェイクア

ウト訓練等） 

 

 

 従前の訓練会場に参加者を集める方式だけでなく、地域内の不特定多数の

者を対象とした以下のような訓練等により、防災啓発効果の向上に努める。 

○事前登録した不特定多数の参加者が、訓練開始合図（アプリの活用など）

で一斉にそれぞれの場所で行う、自身の安全確保訓練 

 ○地域内の学校、職場、店舗等で統一的に行う安全確保訓練、避難訓練 

 ○インターネットを活用した、蓋然性の高い科学的地震シナリオに基づく

被害想定の周知と事前学習 

 

９ 感染症拡大防

止に配慮した

避難所開設・

運営訓練 

 新型コロナウイルスなど感染症拡大のおそれがある状況下での災害対応に

備え、感染症拡大防止に配慮した、以下の訓練に努める。 

 ○アプリや顔認証システムを活用した受付・登録、避難情報の管理 

○受付における、避難者の体温測定等体調の確認 

 ○発熱、咳等のある者及び濃厚接触者と一般避難者の滞在スペースの割り

振り 

 ○それぞれの滞在スペースについて、パーティションなどを活用したスペ

ースの十分な確保 

 ○避難所運営スタッフの防護具の利用・着脱等 
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より実践的、効果的な訓練

○関東大震災から100年となる機会を捉えた普及・啓発に係る取
組の実施

○災害発生前の備えについて考え、早期避難を意識づける取組等
の実施

○訓練で得られた課題等を踏まえた個別避難計画の作成、マニュ
アルの改善等の実施

防災訓練を通じた防災意識の定着、災害対応の改善

デジタル技術の活用

・訓練を企画・実施する際の基本方針、国の訓練事項、地方公共団体の訓練への留意点等を示すもの

・継続的・計画的に取り組むべき事項に加え、既往災害からの教訓や社会状況の変化等を反映

・年度末から年度当初の時期に、中央防災会議で決定するもの

基本的な考え方

○デジタル技術を活用した災害対応に備えた、実践的なシステム
操作訓練の実施

○スマホアプリ等のデジタルツールを活用した訓練の実施

○過去の災害発生履歴等を踏まえた、地域の実情に応じた訓練の
実施

○発生時間帯や避難方法等について、より実践的かつ起こり得る
最悪事態の想定を踏まえた訓練の実施

○NPO、ボランティア、災害中間支援組織と連携した訓練の実施

○男女共同参画及び要配慮者の視点に立った訓練の実施

防災訓練における防災用品の説明

冬期における避難訓練

スマホで可視化した避難経路を避難訓練後に確認

住民参加の津波避難訓練

訓練後のワークショップ



 

 

 

 

 

令和５年度総合防災訓練大綱 

 

新 旧 対 照 表  
 

 

令和５年５月 
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令和４年度（修正箇所、削除箇所をアンダーライン朱書で表示） 令和５年度（令和４年度からの修正箇所をアンダーライン朱色で表示） 

令和４年度総合防災訓練大綱 

 

令 和 ４ 年 ６ 月 １ ７ 日 

中 央 防 災 会 議 決 定  

 

１．総合防災訓練大綱の意義 

 

災害が発生し、又は発生するおそれがある場合（以下「災害時」という。）においては、国の行

政機関、地方公共団体、その他の公共機関等の防災関係機関が一体となって、国民と連携しつつ

対応することが求められる。 

このような防災関係機関の災害への対応に関しては、災害対策基本法、防災基本計画、その他

の各種規定等に基づき防災訓練を行うことが定められている。 

本大綱は、令和４年度において、防災関係機関が相互に連携して、防災訓練を総合的かつ計画

的に実施する際の指針を示すとともに、東日本大震災、令和３年７月１日からの大雨、令和４年

1 月トンガ諸島の火山噴火による潮位変化等の既往災害や新型コロナウイルス感染症拡大防止の

対応など、昨今の社会状況等を踏まえ、防災訓練を通じて、より多くの国民が防災や減災に関す

る意識を高めることができるよう、訓練を実施する際の基本的な考え方について示すものである。 

 

令和５年度総合防災訓練大綱 

 

令 和 ５ 年 ５ 月 ３ ０ 日 

中 央 防 災 会 議 決 定  

 

１．総合防災訓練大綱の意義 

 

災害が発生し、又は発生するおそれがある場合（以下「災害時」という。）においては、国の行

政機関、地方公共団体、その他の公共機関等の防災関係機関が一体となって、国民と連携しつつ

対応することが求められる。 

このような防災関係機関の災害への対応に関しては、災害対策基本法、防災基本計画、その他

の各種規定等に基づき防災訓練を行うことが定められている。 

本大綱は、令和５年度において、防災関係機関が相互に連携して、防災訓練を総合的かつ計画

的に実施する際の指針を示すものである。また、東日本大震災、令和４年３月に発生した福島県

沖を震源とする地震、令和４年８月及び９月に発生した大雨や台風等の既往災害への対応や、「日

本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法」（平成十六年法

律第二十七号）の改正及びそれに伴う日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進基本計画

の変更等、昨今の社会状況等を踏まえ、防災訓練を通じて、より多くの国民が防災や減災に関す

る意識を高めることができるよう、訓練を実施する際の基本的な考え方について示すものである。 

 

２．防災訓練の目的 

 

防災訓練の目的は、防災関係機関の災害時の応急対策に関する検証・確認と住民の防災意識の

高揚であり、具体的には以下のとおりとする。 

 

２．防災訓練の目的 

 

防災訓練の目的は、防災関係機関の災害時の応急対策に関する検証・確認と住民の防災意識の高

揚であり、具体的には以下のとおりとする。 

 

(1) 防災訓練を通じて、防災関係機関の平時からの組織体制の機能確認、評価等を実施し、実効性

について検証すること。 

 

(1) 防災訓練を通じて、防災関係機関の平時からの組織体制の機能確認、評価等を実施し、実効性

について検証すること。 

 

(2) 防災訓練を通じて、災害時における各防災関係機関の適切な役割分担と相互に連携協力した

実効性ある対応方策を確認するとともに、災害発生に備え、特に国と地方公共団体の関係強化

を始め、平時からの防災関係機関等相互の連携強化を図ること。 

 

(2) 防災訓練を通じて、災害時における各防災関係機関の適切な役割分担と相互に連携協力した

実効性ある対応方策を確認するとともに、災害発生に備え、特に国と地方公共団体の関係強化

を始め、平時からの防災関係機関等相互の連携強化を図ること。 

 

(3) 防災訓練の実施に当たっては、防災計画等の脆弱点や課題の発見に重点を置き、防災計画等

の継続的な改善を図ること。 

 

(3) 防災訓練の実施に当たっては、防災計画等の脆弱点や課題の発見に重点を置き、防災計画等

の継続的な改善を図ること。 

(4) 住民一人一人が、｢自らの命は自らが守る｣という意識を持ち、自らの判断で避難行動等をと

れる社会の構築に向け、防災訓練に際して、日常及び災害時において「自らが何をするべきか」

を考え、災害に対して十分な準備を講じることができることとなるよう、住民の防災に関する

意識の高揚と知識の向上を図る機会とすること。 

 

(4) 住民一人一人が、｢自らの命は自らが守る｣という意識を持ち、自らの判断で避難行動等をと

れる社会の構築に向け、防災訓練に際して、日常及び災害時において「自らが何をするべきか」

を考え、災害に対して十分な準備を講じることができることとなるよう、住民の防災に関する

意識の高揚と知識の向上を図る機会とすること。 

 

(5) 行政機関、民間企業を通じた防災担当者の平時からの自己研鑽・自己啓発等が社会の災害対応

力向上に直結することに鑑み、各防災担当者が日常の取組について検証し、評価する機会とす

ること。 

(5) 行政機関、民間企業を通じた防災担当者の平時からの自己研鑽・自己啓発等が社会の災害対応

力向上に直結することに鑑み、各防災担当者が日常の取組について検証し、評価する機会とする

こと。 
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３．防災訓練実施に当たっての基本方針 

 

防災訓練は、以下の基本方針に沿って実施することとする。 

 

(1) 東日本大震災等の既往災害を踏まえた災害対応力の向上  

東日本大震災、令和３年７月１日からの大雨、令和４年 1月トンガ諸島の火山噴火による潮位

変化等の既往災害から得られた多くの防災対策に関する課題への対応力向上を図るため、考え

得る様々な被害への応急対応や複数の地方公共団体にわたる広域的な対応等を訓練内容に取り

入れる。 

 

３．防災訓練実施に当たっての基本方針 

 

防災訓練は、以下の基本方針に沿って実施することとする。 

 

(1) 東日本大震災等の既往災害を踏まえた災害対応力の向上  

東日本大震災、令和４年３月に発生した福島県沖を震源とする地震、令和４年８月及び９月に

発生した大雨や台風等の既往災害から得られた多くの防災対策に関する課題への対応力向上を

図るため、考え得る様々な被害への応急対応や複数の地方公共団体にわたる広域的な対応等を

訓練内容に取り入れる。 

 

(2) 実践的、効果的な訓練の推進 

訓練実施において最も重要となる状況設定及び被害想定並びに応急対策として講ずるべき事

項（いわゆるシナリオ）については、より実践的かつ起こり得る最悪事態の想定（発生時間帯や

避難方法などに関した様々な事態の想定を含む）、災害時に現地で対応した者の知見の反映、大

規模地震・津波災害応急対策対処方針に定めるタイムライン（時系列の行動計画表）等への対応

を踏まえて作成し、訓練進行上からの必要性等に捕らわれたり、見せることのみを目的とした

りすることのないように訓練を行う。 

訓練の準備段階では、国の行政機関、地方公共団体、その他の公共機関、住民、ライフライン・

インフラ事業者等と、それぞれの役割を確認しつつ協力し、中央防災無線等の情報通信手段、物

資の備蓄状況や運送手段の確認する機会とするとともに、防災組織体制及び災害応急対策に係

る問題点等の抽出・発見に努め、実効性を検証する。 

訓練の方法については、人・物等を動かす実動訓練、状況付与に基づいて参加者に判断を行わ

せる図上訓練等、実際の判断・行動を伴う方式により実施する。 

また、参加者の知識・経験に応じた段階的かつ継続的な訓練となるよう配慮する。 

 

(2) 実践的、効果的な訓練の推進 

 実際に災害が発生した時に、行政機関、民間企業、住民等、それぞれが的確な対応をとること

ができるよう、各主体が実践的に訓練を実施することが重要である。 

訓練実施において最も重要となる状況設定及び被害想定並びに応急対策として講ずるべき事

項（いわゆるシナリオ）については、より実践的かつ起こり得る最悪事態の想定（発生時間帯や

避難方法などに関した様々な事態の想定を含む）、災害時に現地で対応した者の知見の反映、防

災行動計画（タイムライン）等への対応を踏まえて作成し、訓練進行上からの必要性等に捕らわ

れたり、見せることのみを目的としたりすることのないように訓練を行う。 

訓練の準備段階では、国の行政機関、地方公共団体、その他の公共機関、住民、ライフライン・

インフラ事業者等と、それぞれの役割を確認しつつ協力し、中央防災無線等の情報通信手段、物

資の備蓄状況や運送手段の確認する機会とするとともに、防災組織体制及び災害応急対策に係

る問題点等の抽出・発見に努め、実効性を検証する。 

訓練の方法については、人・物等を動かす実動訓練、状況付与に基づいて参加者に判断を行わ

せる図上訓練等、実際の判断・行動を伴う方式により実施する。 

また、参加者の知識・経験に応じた段階的かつ継続的な訓練となるよう配慮する。 

 

(3) 事前の教育研修の推進 

実際に災害が発生した時に的確な対応をとるためには、各人が災害時の状況を正しくイメー

ジできることが重要である。そのため、事前に、災害対応に必要な知識や技術の習得、地域の災

害リスクやそれに応じた避難行動等の確認が不可欠であり、防災担当者は、日頃からの自己研

鑽・自己啓発の積み重ねが期待される。国は、特に災害時にリーダーシップを発揮することが求

められる地方公共団体の危機管理・防災責任者等に対して、初動対応や災害対応の各フェーズで

必要となる知識・技術を付与するための研修等の充実を図る。 

さらに、防災関係機関の防災部門以外の職員や地域住民に対しても、必要な知識やリスクに

応じた行動等が確認・理解できる教育研修を、防災訓練に先立って実施し、その成果を訓練で確

認・検証するよう努める。 

 

(3) 事前の教育研修の推進 

実際に災害が発生した時に的確な対応をとるためには、各人が災害時の状況を正しくイメー

ジできることが重要である。そのため、事前に、災害対応に必要な知識や技術の習得をするとと

もに、防災行動計画（タイムライン）を活用するなどして、地域の災害リスクやそれに応じた避

難行動等の確認が不可欠である。 

防災担当者は、日頃からの自己研鑽・自己啓発の積み重ねが期待される。国は、特に災害時に

リーダーシップを発揮することが求められる地方公共団体の危機管理・防災責任者等に対して、

初動対応や災害対応の各フェーズで必要となる知識・技術を付与するための研修等の充実を図

る。 

さらに、防災関係機関の防災部門以外の職員や地域住民に対しても、必要な知識やリスクに応

じた行動等が確認・理解できる教育研修を、防災訓練に先立って実施し、その成果を訓練で確

認・検証するよう努める。 

 

(4) 多数の主体が参加・連携する訓練の実施 

組織を超えた防災対策を推進していくためには、各主体単独による訓練だけでなく、できる限

り多くの主体と連携した訓練の実施が期待され、多数の主体が参加・連携した訓練の実施を通 

(4) 多数の主体が参加・連携する訓練の実施 

組織を超えた防災対策を推進していくためには、各主体単独による訓練だけでなく、できる限

り多くの主体と連携した訓練の実施が期待され、多数の主体が参加・連携した訓練の実施を通 
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じて相互補完性を高めていく必要がある。 

このため、国と地方公共団体、地方公共団体相互、行政と民間、分野（業界）単位、地域単位、

実動部隊相互等様々な連携や、在日米軍等との国際的な連携の枠組みにより、多数の主体が参

加する訓練の実施に努める。 

 

じて相互補完性を高めていく必要がある。 

このため、国と地方公共団体、地方公共団体相互、行政と民間、分野（業界）単位、地域単位、

実動部隊相互等様々な連携や、在日米軍等との国際的な連携の枠組みにより、多数の主体が参加

する訓練の実施に努める。 

 

(5) 防災関係機関等相互の連携強化 

災害時、特に初動対応の段階では、国の行政機関と被災した地方公共団体を始めとした防災関

係機関等が相互に連携を密にし、正確な情報の収集とそれに基づく迅速かつ的確な対応が不可

欠である。 

このため、国や地方公共団体の幹部を含めた防災担当者による合同訓練を定期的に実施する

とともに、国は、各地域や業界等で実施される防災訓練に積極的に参画し、地方公共団体やその

他の公共機関、ライフライン・インフラ事業者等の防災関係機関等との平時を含めた幅広い協

力・連携体制の構築を図る。 

地方公共団体等は、消防、警察、自衛隊、海上保安庁、安全規制担当省庁、指定公共機関、他

の地方公共団体、ライフライン・インフラ事業者等との緊密な連携の下、広域的なネットワ－ク

を活用した訓練や、地方公共団体間において締結されている協定等に基づく広域的応援・受援

訓練の推進に努める。 

 

(5) 防災関係機関等相互の連携強化 

災害時、特に初動対応の段階では、国の行政機関と被災した地方公共団体を始めとした防災関

係機関等が相互に連携を密にし、正確な情報の収集とそれに基づく迅速かつ的確な対応が不可

欠である。 

このため、国や地方公共団体の幹部を含めた防災担当者による合同訓練を定期的に実施する

とともに、国は、各地域や業界等で実施される防災訓練に積極的に参画し、地方公共団体やその

他の公共機関、ライフライン・インフラ事業者等の防災関係機関等との平時を含めた幅広い協

力・連携体制の構築を図る。 

地方公共団体等は、消防、警察、自衛隊、海上保安庁、安全規制担当省庁、指定公共機関、他

の地方公共団体、ライフライン・インフラ事業者等との緊密な連携の下、広域的なネットワ－ク

を活用した訓練や、地方公共団体間において締結されている協定等に基づく広域的応援・受援

訓練の推進に努める。 

(6) 災害被害を軽減する国民運動に寄与する防災訓練の工夫・充実 

住民が積極的に防災訓練に参加することや、訓練を報道により見ることを通じて、自らの災害

に対する準備を充実させることができるよう、また、地域、学校、職場等における幅広い層が参

加するよう、訓練内容を工夫・充実するとともに、マスコミ等との連携を図りつつ、防災訓練に

関する広報の充実に努める。防災訓練の内容については、ハザードマップを活用した想定され

る災害リスクの確認やそれに応じた避難行動、避難場所、避難経路等の確認、家具や備品の固

定、ガラスの飛散防止、感震ブレーカーの設置等、被害減少のための予防的な取組、避難指示等

や緊急地震速報等による危険回避行動を積極的に加えるとともに、住民一人一人が防災に関す

る正しい知識を身につけ、日頃から具体的な「備え」を実践することや被災時に的確な行動を促

すことを呼びかけ、自ら「日常においていかに備え、災害時に何をするべきか」について考える

機会となるよう工夫する。 

｢自らの命は自らが守る｣という意識が醸成された地域社会の構築に向け、子供の頃から地域

の災害リスク等を知り、命を守る行動を実践的に学ぶことが重要であることを踏まえ、防災関

係機関は、小学校、中学校等において実施される避難訓練と合わせた防災教育を積極的に支援

する。 

 

(6) 災害被害を軽減する国民運動に寄与する防災訓練の工夫・充実 

住民が積極的に防災訓練に参加することや、訓練を報道により見ることを通じて、自らの災害

に対する準備を充実させることができるよう、また、地域、学校、職場等における幅広い層が参

加するよう、訓練内容を工夫・充実するとともに、マスコミ等との連携を図りつつ、より多くの

者が参加できるよう防災訓練の実施時期・実施場所・実施内容・申込方法等を具体的に明示した

広報の充実に努める。防災訓練の内容については、ハザードマップを活用した想定される災害

リスクの確認やそれに応じた避難行動、避難場所、避難経路等の確認、転倒防止器具による家具

や備品の固定、ガラスの飛散防止、感震ブレーカーの設置等、被害減少のための予防的な取組、

避難指示等や緊急地震速報等による危険回避行動を積極的に加えるとともに、住民一人一人が

防災に関する正しい知識を身につけ、日頃から具体的な「備え」を実践することや被災時に的確

な行動を促すことを呼びかけ、自ら「日常においていかに備え、災害時に何をするべきか」につ

いて考える機会となるよう工夫する。 

 また、訓練の実施にあたり、住民が適切な避難・行動を判断するのに必要な情報をスマート

フォンアプリ等様々なツールを用いて発信する訓練に努める。 

｢自らの命は自らが守る｣という意識が醸成された地域社会の構築に向け、子供の頃から地域

の災害リスク等を知り、命を守る行動を実践的に学ぶことが重要であることを踏まえ、防災関

係機関は、小学校、中学校等において実施される避難訓練と合わせた防災教育を積極的に支援

する。 

特に、本年は、関東大震災から 100 年となる節目の年でもあることから、この機会を捉えた

普及・啓発に係る取組を訓練と合わせて実施するよう努めること。 

 

(7) 男女共同参画及び要配慮者の視点に立った訓練の実施 

訓練計画の作成、訓練の実施等に当たっては、男女共同参画の視点を取り入れ、女性の積極的

な参加が得られるよう努めるとともに、要配慮者（高齢者、障害者、難病患者、乳幼児、妊産婦、

外国人等をいう。以下同じ。）の視点に立ち、要配慮者本人の参加を得て避難場所への避難誘導 

 

(7) 男女共同参画及び要配慮者の視点に立った訓練の実施 

訓練計画の作成、訓練の実施等に当たっては、男女共同参画の視点を取り入れ、女性の積極的

な参加が得られるよう努めるとともに、様々な特性を有する要配慮者（高齢者、障害者、難病患

者、乳幼児、妊産婦、外国人（在留外国人及び訪日外国人旅行者等）等をいう。以下同じ。）の 
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訓練等を行うことなどに努める。 

 

視点に立ち、要配慮者本人の参加を得て避難場所への避難誘導訓練等を行うことなどに努め

る。 

 

(8) 訓練の客観的な分析・評価の実施 

訓練終了後には、シナリオ作成途上で判明した問題点の分析、参加者の意見交換、訓練見学者

及び外部有識者からの意見聴取等を通じ、訓練の客観的な分析・評価を行い、課題等を明らかに

した上、必要に応じ、訓練の在り方、防災マニュアル、防災協力協定等の見直し等を行って、実

効性ある防災組織体制等の維持・整備、防災関係機関相互の連携強化を図る。 

 

(8) 訓練の客観的な分析・評価の実施 

訓練終了後には、訓練準備の途上で判明した問題点の分析、参加者の意見交換、訓練見学者及

び外部有識者からの意見聴取等を通じ、訓練の客観的な分析・評価を行い、課題等を明らかにし

た上、必要に応じ、訓練の在り方、防災マニュアル、防災協力協定、防災行動計画（タイムライ

ン）等の見直し等を行って、実効性ある防災組織体制等の維持・整備、防災関係機関相互の連携

強化を図る。 

(9) 計画的・体系的訓練の推進 

防災関係機関及びその防災担当者は、本大綱で示した多様な防災訓練について、年度を通じて

計画的に準備・実施するとともに、訓練内容も体系的に検証・確認できるように実施し、組織的

に災害対応力の向上が図られるよう努める。 

なお、多数の主体が参加する大規模な訓練をより実践に即した状況で実施するなど、日程調整

や訓練準備、段階的な訓練実施などに複数年度を要する訓練については、実施年度以前より円滑

に準備を行えるよう、次年度以降の訓練計画（中期計画）を定め、計画的・体系的な訓練実施に

努める。 

（別紙１ 「防災訓練中期計画」参照） 

(9) 計画的・体系的訓練の推進 

防災関係機関及びその防災担当者は、本大綱で示した多様な防災訓練について、年度を通じて

計画的に準備・実施するとともに、訓練内容も体系的に検証・確認できるように実施し、組織的

に災害対応力の向上が図られるよう努める。なお、多数の主体が参加する大規模な訓練をより実

践に即した状況で実施するなど、日程調整や訓練準備、段階的な訓練実施などに複数年度を要す

る訓練については、実施年度以前より円滑に準備を行えるよう、次年度以降の訓練計画（中期計

画）を定め、計画的・体系的な訓練実施に努める。 

（別紙１ 「防災訓練中期計画」参照） 

 

(10) 国からの支援 

国においては、地方公共団体等における防災研修、訓練等の充実に資するため、マニュアル

や教材等の提供に努める。 

(10) 国からの支援 

国においては、地方公共団体等における防災研修、訓練等の充実に資するため、マニュアル

や教材等の提供に努める。 

 

(11) デジタル技術の活用 

デジタル技術の活用は、人命救助、被害最小化等の災害対応力の向上に資するものとして、

大きな期待が寄せられている。このため、デジタル技術を活用した災害対応に備え、電子地図

を用いた関係機関相互の情報共有等、特に初動期に有用な情報収集・共有や、緊急支援物資の

調達・輸送、被災者支援手続等の各分野に係るデジタル技術を活用した災害対応手順を確認し、

システムの操作習熟等を図る実践的な訓練の実施に努める。 

 

(11) デジタル技術の活用 

デジタル技術の活用は、人命救助、被害最小化等の災害対応力の向上に資するものとして、

大きな期待が寄せられている。このため、デジタル技術を活用した災害対応に備え、電子地図

を用いた関係機関相互の情報共有等、特に初動期に有用な情報収集・共有や、緊急支援物資の

調達・輸送、被災者支援手続等の各分野に係るデジタル技術を活用した災害対応手順を確認し、

システムの操作習熟等を図る実践的な訓練の実施に努める。 

また、訓練参加者が、より現実性をもって訓練に臨むこと、災害発生時の行動の適否を事後

的に評価すること、任意の時間に訓練を行うこと等を可能とする観点から、スマートフォンア

プリ等のデジタルツールを活用した訓練の実施に努める。 

 

(12) 感染症拡大防止への配慮 

感染症拡大防止を徹底するとともに、感染の拡大状況に応じて、訓練の規模や内容を調整し

つつデジタル技術なども活用しながら、可能な限り訓練を実施するよう努めるものとする。た

だし、参加者の安全確保を最優先に考え、必要があれば、訓練の延期や中止について検討する

ものとする。 

また、訓練内容の企画に際しては、必要に応じ、感染症対策に関する項目を取り入れるよう

努める。 

 

(12) 感染症に配慮した訓練の実施 

実災害の災害対応時に必要となる感染症対策を踏まえ、デジタル技術等も活用しながら、感

染症に配慮しつつ訓練を実施する。 

また、訓練内容の企画に際しては、必要に応じ、感染症対策に関する項目を取り入れるよう

努める。 

 

 

４．政府における総合防災訓練等 

 

(1) 地震・津波災害に関する防災訓練 

４．政府における総合防災訓練等 

 

(1) 地震・津波災害に関する防災訓練 
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ア 「防災の日」総合防災訓練 

「防災の日」（９月１日）に、以下の訓練を実施する。 

 

ａ 「防災の日」政府本部運営訓練 

内閣総理大臣を始めとする全閣僚の参加の下、南海トラフ地震を想定し、関係地方公共

団体等と連携して、南海トラフ地震における具体的な応急対策活動に関する計画を踏まえ

た災害時の地震災害応急対策の実施体制の確保等を図る訓練を実施する。 

ｂ 首都直下地震を想定した九都県市合同防災訓練と連携し、被災地（千葉市）への現地調

査訓練を実施する。 

ｃ 首都直下地震を想定し、閣僚の徒歩等による官邸への参集訓練を実施する。 

 

ア 「防災の日」総合防災訓練 

「防災の日」（９月１日）に、以下の訓練を実施する。 

 

ａ 「防災の日」政府本部運営訓練 

内閣総理大臣を始めとする全閣僚の参加の下、首都直下地震を想定し、関係地方公共団

体等と連携して、首都直下地震における具体的な応急対策活動に関する計画を踏まえた災

害時の地震災害応急対策の実施体制の確保等を図る訓練を実施する。 

ｂ 首都直下地震を想定した九都県市合同防災訓練と連携し、被災地（相模原市）への現地

調査訓練を実施する。 

ｃ 首都直下地震を想定し、閣僚の徒歩等による官邸への参集訓練を実施する。 

イ 「津波防災の日」・「世界津波の日」地震・津波防災訓練 

国民の間に広く津波対策についての理解と関心を深めるため、「津波防災の日」・｢世界津

波の日｣（11 月５日）の前後に以下の訓練を実施するとともに、地方公共団体、民間企業等

に広く呼びかけを行い、地震・津波防災訓練の実施を促す。 

 

ａ 緊急地震速報の訓練 

地方公共団体等と連携して、広く国民の参加の下、緊急地震速報を見聞きし 

た際の行動訓練を実施する。 

ｂ 地震・津波防災訓練 

○関係地方公共団体等と連携し、各地域で、地域住民を対象にした地震・津波防災訓練

を実施する。 

○大規模地震による津波を想定し、関係地方公共団体、その他の公共機関等と連携して、

被災者の救助・救出活動訓練、活動支援のための TEC-FORCE（国土交通省緊急災害対

策派遣隊）による緊急排水訓練、道路・航路啓開や緊急物資輸送訓練、船舶への非常

災害発生周知措置及び伝達等に係る訓練を実施する。 

イ 「津波防災の日」・「世界津波の日」地震・津波防災訓練 

国民の間に広く津波対策についての理解と関心を深めるため、「津波防災の日」・｢世界津

波の日｣（11 月５日）の前後に以下の訓練を実施するとともに、地方公共団体、民間企業等

に広く呼びかけを行い、地震・津波防災訓練の実施を促す。 

 

ａ 緊急地震速報の訓練 

地方公共団体等と連携して、広く国民の参加の下、緊急地震速報を見聞きし 

た際の行動訓練を実施する。 

ｂ 地震・津波防災訓練 

○関係地方公共団体等と連携し、各地域で、地域住民を対象にした地震・津波防災訓練

を実施する。 

○大規模地震による津波を想定し、関係地方公共団体、その他の公共機関等と連携して、

被災者の救助・救出活動訓練、活動支援のための TEC-FORCE（国土交通省緊急災害対策

派遣隊）による緊急排水訓練、道路・航路啓開や緊急物資輸送訓練、船舶への非常災害

発生周知措置及び伝達等に係る訓練を実施する。 

 

ウ 政府図上訓練 

 

ａ 緊急災害対策本部事務局運営訓練 

首都直下地震や南海トラフ地震を想定し、関係地方公共団体、関係指定公共機関等と連携

して、具体的な応急対策活動に関する計画等に基づき緊急災害対策本部事務局運営訓練を実

施し、その業務遂行能力の向上を図るとともに、応急対策の有効性等に係る検証を行う。ま

た、必要に応じて、座学や参集訓練を実施する。 

 

ｂ 緊急災害現地対策本部運営訓練 

首都直下地震や南海トラフ地震を想定し、各地域で、関係地方公共団体、関係指定公共機

関等と連携して、具体的な応急対策活動に関する計画等に基づき緊急災害現地対策本部運営

訓練を実施し、その業務遂行能力の向上を図るとともに、応急対策の有効性等に係る検証を

行う。また、必要に応じて、座学や参集訓練を実施する。 

 

 

 

ウ 政府図上訓練 

 

ａ 緊急災害対策本部事務局運営訓練 

首都直下地震を想定し、関係地方公共団体、関係指定公共機関等と連携して、具体的な応

急対策活動に関する計画等に基づき緊急災害対策本部事務局運営訓練を実施し、その業務遂

行能力の向上を図るとともに、応急対策の有効性等に係る検証を行う。また、必要に応じて、

座学や参集訓練を実施する。 

 

ｂ 緊急災害現地対策本部運営訓練 

首都直下地震や南海トラフ地震、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震を想定し、各地域で、

関係地方公共団体、関係指定公共機関等と連携して、具体的な応急対策活動に関する計画等

に基づき緊急災害現地対策本部運営訓練を実施し、その業務遂行能力の向上を図るととも

に、応急対策の有効性等に係る検証を行う。また、必要に応じて、座学や参集訓練を実施す

る。 
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ｃ 自衛隊統合防災演習 

南海トラフ地震を想定し、関係府省庁、関係地方公共団体等が連携して、総合的な防災訓

練（指揮所活動）を実施する。 

 

ｄ 南海トラフ地震臨時情報対処訓練 

関係府省庁が連携し、「南海トラフ地震に関連する情報」の発表、伝達及び発表された際

の政府の対応に関する訓練を実施する。 

 

 

ｅ 首都直下地震に関する初動訓練 

首都直下地震を想定し、初動対処を確認する訓練を実施する。 

 

ｃ 自衛隊統合防災演習 

南海トラフ地震を想定し、関係府省庁、関係地方公共団体等が連携して、総合的な防災訓

練（指揮所活動）を実施する。 

 

ｄ 南海トラフ地震臨時情報等対処訓練 

南海トラフ地震、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に関連する各種情報の発表と伝達及

び発表された際の政府の対応に関する訓練を実施する。 

 

ｅ 首都直下地震に関する初動訓練 

首都直下地震を想定し、初動対処を確認する訓練を実施する。 

 

エ 地域ブロック広域訓練 

首都直下地震や南海トラフ地震を想定し、地域ブロックにおいて、関係府省庁、関係省庁地

方支分部局、関係地方公共団体、その他の公共機関、ライフライン・インフラ事業者、マスコ

ミから構成される協議会等が主体となって広域的な実動・図上訓練を実施する。 

 

ａ 九都県市合同防災訓練 

ｂ 中部ブロック南海トラフ地震防災対策推進連絡会広域連携防災訓練 

ｃ 近畿府県合同防災訓練 

ｄ 南海トラフ巨大地震対策九州ブロック協議会合同防災訓練 

エ 地域ブロック広域訓練 

首都直下地震や南海トラフ地震等を想定し、地域ブロックにおいて、関係府省庁、関係省庁

地方支分部局、関係地方公共団体、その他の公共機関、ライフライン・インフラ事業者、マス

コミから構成される協議会等が主体となって広域的な実動・図上訓練を実施する。 

 

ａ 九都県市合同防災訓練 

ｂ 近畿府県合同防災訓練 

ｃ 南海トラフ巨大地震対策九州ブロック協議会合同防災訓練 

 

オ 地方公共団体等と連携して実施する実動訓練等 

警察庁（警察災害派遣隊）、消防庁（緊急消防援助隊）、国土交通省（TEC-FORCE）、海上保安

庁、防衛省（自衛隊）及び災害派遣医療チーム（DMAT）等が、関係地方公共団体等と連携し、

実動訓練等を実施する。 

 

ａ 各管区警察局等における広域緊急援助隊合同訓練 

ｂ 緊急消防援助隊全国合同訓練及び地域ブロック合同訓練 

ｃ 離島における自衛隊による統合防災訓練 

ｄ 各都道府県における総合防災訓練 

 

オ 地方公共団体等と連携して実施する実動訓練等 

警察庁（警察災害派遣隊）、消防庁（緊急消防援助隊）、国土交通省（TEC-FORCE）、海上保安

庁、防衛省（自衛隊）及び災害派遣医療チーム（DMAT）等が、関係地方公共団体等と連携し、

実動訓練等を実施する。 

 

ａ 各管区警察局等における広域緊急援助隊合同訓練 

ｂ 緊急消防援助隊地域ブロック合同訓練 

ｃ 離島における自衛隊による統合防災訓練 

ｄ 各都道府県における総合防災訓練 

 

(2) 風水害に関する防災訓練 

 

ア 総合水防演習 

５月（水防月間）を中心に、関係地方公共団体等と連携し、各地域で水防団による水防活動

の実践訓練と住民参加の避難訓練、情報伝達訓練等を組み合わせた総合的な演習を実施する。 

 

イ 土砂災害・全国防災訓練 

６月（土砂災害防止月間）を中心に、関係地方公共団体等と連携し、全国の土砂災害警戒区

域等で、住民参加による避難訓練、情報伝達訓練等を実施する。 

 

ウ 大規模水害対処図上訓練 

大規模な河川流域において浸水被害が発生したことを想定し、大規模水害対処図上訓練を 

(2) 風水害に関する防災訓練 

 

ア 総合水防演習 

５月（水防月間）を中心に、関係地方公共団体等と連携し、各地域で水防団による水防活動

の実践訓練と住民参加の避難訓練、情報伝達訓練等を組み合わせた総合的な演習を実施する。 

 

イ 土砂災害・全国防災訓練 

６月（土砂災害防止月間）を中心に、関係地方公共団体等と連携し、全国の土砂災害警戒区

域等で、住民参加による避難訓練、情報伝達訓練等を実施する。 

 

ウ 大規模水害対処訓練 

大規模な河川流域において浸水被害が発生したことを想定し、大規模水害対処図上訓練を 
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実施する。  

 

エ 広域避難に関する訓練 

首都圏における大規模水害からの広域避難の実施を想定し、関係府省庁が連携した図上訓練

を実施する。 

 

実施する。  

 

エ 広域避難に関する訓練 

首都圏における大規模水害からの広域避難の実施を想定し、関係府省庁が連携した図上訓練

を実施する。 

 

(3) 火山災害に関する防災訓練 

活動火山対策特別措置法を踏まえ、関係府省庁等が参加する各地の火山防災協議会等が策定

した避難計画に基づき、又はその検討状況に応じて、火山ハザードマップに即した避難訓練や

住民、登山者、旅行者への情報伝達体制を確認する訓練等を実施する。 

 

(3) 火山災害に関する防災訓練 

活動火山対策特別措置法を踏まえ、関係府省庁等が参加する各地の火山防災協議会等が策定

した避難計画に基づき、又はその検討状況に応じて、火山ハザードマップに即した避難訓練や

住民、登山者、旅行者への情報伝達体制を確認する訓練等を実施する。 

 

(4) 雪害に関する防災訓練 

道路管理者、関係機関等が連携し、大雪時の道路交通を確保するための合同実動訓練を実施

する。 

 

(4) 雪害に関する防災訓練 

道路管理者、関係機関等が連携し、大雪時に大規模な車両滞留等が発生したことを想定し、道

路交通を確保するための合同実働訓練を実施する。 

(5) 事故災害対処訓練 

様々な事故災害に迅速かつ的確に対応するため、以下の訓練を実施する。 

 

ア 排出油等防除訓練 

海上における大規模な油流出事故が発生したことを想定し、関係府省庁が連携した図上訓

練を実施する。 

 

イ 鉄道災害図上訓練 

大規模な鉄道災害が発生したことを想定し、関係府省庁が連携した図上訓練を実施する。 

 

ウ 道路災害対処訓練 

大規模な道路災害が発生したことを想定し、関係府省庁が連携した図上訓練を実施する。 

 

エ 林野火災対処訓練 

大規模な林野火災が発生したことを想定し、関係府省庁が連携した図上訓練を実施すると

ともに、特定災害対策本部の設置体制を確立する。 

 

(5) 事故災害対処訓練 

様々な事故災害に迅速かつ的確に対応するため、以下の訓練を実施する。 

 

ア 排出油等防除訓練 

海上における大規模な油流出事故が発生したことを想定し、関係府省庁が連携した図上訓

練を実施する。 

 

イ 航空災害対処訓練 

大規模な航空災害が発生したことを想定し、関係府省庁が連携した図上訓練を実施する。 

 

ウ 道路災害対処訓練 

大規模な道路災害が発生したことを想定し、関係府省庁が連携した図上訓練を実施する。 

 

  エ 船舶事故対処訓練 

海上における旅客船事故が発生したことを想定し、関係府省庁が連携した図上訓練を実施

する。 

 

  オ 大規模火事災害対処訓練 

大規模な火災が発生したことを想定し、関係府省庁が連携した図上訓練を実施する。 

 

(6) 原子力総合防災訓練 

原子力災害発生時の対応体制を検証すること等を目的として、原子力災害対策特別措置法に

基づき作成された訓練計画を踏まえ、原子力緊急事態等を想定し、国、地方公共団体、原子力事

業者等が合同で行う訓練を実施する。 

 

(6) 原子力総合防災訓練 

原子力災害発生時の対応体制を検証すること等を目的として、原子力災害対策特別措置法に基

づき作成された訓練計画を踏まえ、原子力緊急事態等を想定し、国、地方公共団体、原子力事業

者等が合同で行う訓練を実施する。 

 

(7) 業務継続計画検証訓練 

 

ア 情報伝達・官邸参集図上訓練 

(7) 業務継続計画検証訓練 

 

ア 情報伝達・官邸参集図上訓練 
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首都直下地震発生時に閣僚が速やかに官邸に参集できるよう、所在の違いに応じ、利用可能

な通信手段を用いた安否確認、参集手段確保の訓練を実施する。 

 

イ 業務継続計画実効性確認訓練 

各府省庁において、業務継続計画の実効性を検証・確認するため、首都直下地震等発生時に

自ら被災した場合を想定して、以下の訓練を実施する。 

 

ａ 非常時優先業務に係る訓練 

関係機関との連携を念頭に置いて、本庁舎又は代替庁舎における災害対策本部の設置・運

営等の訓練を実施する。 

ｂ 管理事務に係る訓練 

庁舎管理、職員の安否確認、非常参集、情報システムの継続確保、帰宅困難者対応等の訓

練を実施する。 

 

首都直下地震発生時に閣僚が速やかに官邸に参集できるよう、所在の違いに応じ、利用可能

な通信手段を用いた安否確認、参集手段確保の訓練を実施する。 

 

イ 業務継続計画実効性確認訓練 

各府省庁において、業務継続計画の実効性を検証・確認するため、首都直下地震等発生時に

自ら被災した場合を想定して、以下の訓練を実施する。 

 

ａ 非常時優先業務に係る訓練 

関係機関との連携を念頭に置いて、本庁舎又は代替庁舎における災害対策本部の設置・運

営等の訓練を実施する。 

ｂ 管理事務に係る訓練 

庁舎管理、職員の安否確認、非常参集、情報システムの継続確保、帰宅困難者対応等の訓

練を実施する。 

 

(8) 分野（業界）別訓練 

首都直下地震等大規模災害発生時に、中央銀行や主要な金融機関等の経済中枢機関及びライ

フライン・インフラ事業者等の業務継続性を確保するとともに関係機関が連携して迅速にライ

フライン等を復旧させることが重要である。このため、電力・通信に係る事業者間で連携した訓

練を実施するなど、関係機関や電力・ガス・上水道・通信に係るライフライン事業者、鉄道等に

係るインフラ事業者等は、各分野（業界）別に、又は、応急対応のテーマ別に、業界横断的な訓

練の実施に努めることとし、各分野（業界）の事業者を所管する府省庁等は、各事業者において

訓練が実施されるよう積極的に働きかけるとともに、必要に応じて合同で外部機関との連携訓

練を実施するよう努める。 

 

(8) 分野（業界）別訓練 

首都直下地震等大規模災害発生時に、中央銀行や主要な金融機関等の経済中枢機関及びライ

フライン・インフラ事業者等の業務継続性を確保するとともに関係機関が連携して迅速にライ

フライン等を復旧させることが重要である。このため、電力・通信に係る事業者間で連携した訓

練を実施するなど、関係機関や電力・ガス・上水道・通信に係るライフライン事業者、鉄道等に

係るインフラ事業者等は、各分野（業界）別に、又は、応急対応のテーマ別に、業界横断的な訓

練の実施に努めることとし、各分野（業界）の事業者を所管する府省庁等は、各事業者において

訓練が実施されるよう積極的に働きかけるとともに、必要に応じて合同で外部機関との連携訓

練を実施するよう努める。 

 

(9) 大規模地震時医療活動訓練 

南海トラフ地震を想定し、中部・近畿ブロックを被災地と想定した地方公共団体が行う地域医

療活動訓練と連携して、災害派遣医療チーム（DMAT）の参集、活動、広域医療搬送等の図上・実

動訓練を実施する。 

 

(9) 大規模地震時医療活動訓練 

南海トラフ地震を想定し、四国・九州ブロックを被災地と想定した地方公共団体が行う地域医

療活動訓練と連携して、災害派遣医療チーム（DMAT）の参集、活動、広域医療搬送等の図上・実

動訓練を実施する。 

 

(10) 船舶における災害医療活動に関する訓練 

南海トラフ地震等の大規模災害時における船舶を活用した災害医療活動について、関係省

庁、関係地方公共団体等と連携し、災害時のＤＭＡＴ等の参集や患者の搬出入、応急処置など、

初動から撤収までの実際の災害を想定した本格的な訓練を実施する。 

 

(10) 船舶における災害医療活動に関する訓練 

日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震等の大規模災害時における船舶を活用した災害医療活動

について、関係府省庁、関係地方公共団体、医療関係団体等と連携し、災害派遣医療チーム（DMAT）

等の参集、患者の搬出入、応急処置等の訓練を実施する。 

(11) 緊急輸送のための交通の確保に関する訓練 

大規模地震等の災害時において、緊急通行車両等の通行を迅速に確保するため、関係地方公

共団体等と連携し、道路の障害物の除去、道路の復旧、放置車両等の撤去・移動等の訓練を実

施する。 

 

(11) 緊急輸送のための交通の確保に関する訓練 

大規模地震等の災害時において、緊急通行車両等の通行を迅速に確保するため、関係地方公

共団体等と連携し、道路の障害物の除去、道路の復旧、放置車両等の撤去・移動等の訓練を実

施する。 

 

(12) 物資の調達・供給に関する訓練 

災害時における物資の調達、供給を迅速に行うため、関係地方公共団体等と連携し、以下の

訓練を実施する。 

 

(12) 物資の調達・供給に関する訓練 

災害時における物資の調達、供給を迅速に行うため、関係地方公共団体等と連携し、以下の

訓練を実施する。 
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ア 「災害時石油供給連携計画」に基づく燃料供給訓練 

石油精製・元売各社等と連携し、「災害時石油供給連携計画」の実施勧告に基づく燃料供給

に関する意思決定等の訓練を実施する。 

 

イ 基幹的広域防災拠点における広域輸送訓練 

川崎港東扇島及び堺泉北港堺２区に所在する基幹的広域防災拠点において、物資の輸送等

に係る訓練を実施する。 

 

ウ 国・地方公共団体間における災害時の物資調達・輸送調整等に関する訓練 

災害対応に係る実効性向上のため、物資調達・輸送調整等支援システムの操作習熟等、災害

時を想定した物資支援業務に関する訓練を実施する。 

 

ア 「災害時石油供給連携計画」に基づく燃料供給訓練 

石油精製・元売各社等と連携し、「災害時石油供給連携計画」の実施勧告に基づく燃料供給

に関する意思決定等の訓練を実施する。 

 

イ 基幹的広域防災拠点における広域輸送訓練 

川崎港東扇島及び堺泉北港堺２区に所在する基幹的広域防災拠点において、物資の輸送等

に係る訓練を実施する。 

 

ウ 国・地方公共団体間における災害時の物資調達・輸送調整等に関する訓練 

災害対応に係る実効性向上のため、物資調達・輸送調整等支援システムの操作習熟等、災害

時を想定した物資支援業務に関する訓練を実施する。 

 

(13) 在日米軍等と連携した防災訓練 

関係地方公共団体とともに、自衛隊と在日米軍等が連携した防災訓練を実施する。 

 

(13) 在日米軍等と連携した防災訓練 

関係地方公共団体とともに、自衛隊と在日米軍等が連携した防災訓練を実施する。 

 

(14) 被災市区町村への応援職員派遣に関する訓練 

全国知事会、全国市長会、全国町村会、指定都市市長会及び関係地方公共団体と連携し、被

災市区町村における行政機能の確保の支援を目的として、受援体制の整備に留意しつつ、応急

対策職員派遣制度による応援職員の派遣に関する情報伝達・連携訓練を実施する。 

 

(14) 被災市区町村への応援職員派遣に関する訓練 

全国知事会、全国市長会、全国町村会、指定都市市長会及び関係地方公共団体と連携し、被

災市区町村における行政機能の確保の支援を目的として、受援体制の整備に留意しつつ、応急

対策職員派遣制度による応援職員の派遣に関する情報伝達・連携訓練を実施する。 

 

５．地方公共団体等における防災訓練等 

 

(1) 地方公共団体等の総合防災訓練の重要性 

災害時における初動対応を直接担うのは、地方公共団体であり、その業務継続の確保に努める

ことや、国を始め防災関係機関及び住民、事業所等との連携、協力を得て、地域の防災体制が十

分その機能を発揮するよう努めることが求められる。 

このため、地方公共団体においては、災害時における職員の参集、非常用電源の確保、情報シ

ステムのバックアップ、多様な手段を活用した情報伝達、災害対策本部の設置・運営、国との連

携の確認等の初動対応訓練や、避難所の開設訓練、避難生活環境の向上・避難生活支援の人材育

成等を目標とした避難所運営訓練、支援物資の調達・輸送訓練等各年ごとに訓練を実施する上で

の重点的なテーマを明確にして、毎年定期的な訓練の実施に努める。 

また、地方公共団体、指定地方公共機関等の地域の防災関係機関は、自衛隊、海上保安庁等、

国の機関とも協力し、また、自主防災組織、非常通信協議会、民間企業、障害者団体、NPO・ボ

ランティア及び住民等とも相互に適切な役割分担を行いつつ、連携した訓練を一体的に実施す

るとともに、訓練の客観的な分析・評価結果を参加機関で共有し、必要に応じて連携の在り方等

を見直すなどして、地域の災害対応力が向上するよう努める。 

さらに、大規模災害の発生を想定し、広域的ネットワークを活用した訓練や地方公共団体間の

緊密な連携の下に地方公共団体相互に締結されている協定等に基づく広域的応援・受援訓練の

実施に努める。その際、受援計画や応急対策職員派遣制度に基づく応援職員の受け入れについ

て、訓練メニューに含めるよう努める。 

 

５．地方公共団体等における防災訓練等 

 

(1) 地方公共団体等の総合防災訓練の重要性 

災害時における初動対応を直接担うのは、地方公共団体であり、その業務継続の確保に努める

ことや、国を始め防災関係機関及び住民、事業所等との連携、協力を得て、地域の防災体制が十

分その機能を発揮するよう努めることが求められる。 

このため、地方公共団体においては、災害時における職員の参集、非常用電源の確保、情報シ

ステムのバックアップ、多様な手段を活用した情報伝達、災害対策本部の設置・運営、国との連

携の確認等の初動対応訓練や、避難所の開設訓練、避難生活環境の向上・避難生活支援の人材育

成等を目標とした避難所運営訓練、支援物資の調達・輸送訓練等各年ごとに訓練を実施する上で

の重点的なテーマを明確にして、毎年定期的な訓練の実施に努める。 

また、地方公共団体、指定地方公共機関等の地域の防災関係機関は、自衛隊、海上保安庁等、

国の機関とも協力し、また、自主防災組織、非常通信協議会、民間企業、障害者団体、NPO・ボ

ランティア及び住民等とも相互に適切な役割分担を行いつつ、連携した訓練を一体的に実施す

るとともに、訓練の客観的な分析・評価結果を参加機関で共有し、必要に応じて連携の在り方等

を見直すなどして、地域の災害対応力が向上するよう努める。 

さらに、大規模災害の発生を想定し、広域的ネットワークを活用した訓練や地方公共団体間の

緊密な連携の下に地方公共団体相互に締結されている協定等に基づく広域的応援・受援訓練の

実施に努める。その際、受援計画や応急対策職員派遣制度に基づく応援職員の受け入れについ

て、訓練メニューに含めるよう努める。 

(2) 国や地方公共団体相互、民間企業、関係団体の連携の重要性 

災害時において、地方公共団体は国の関係機関や他の地方公共団体、民間企業、関係団体と連

(2) 国や地方公共団体相互、民間企業、関係団体の連携の重要性 

災害時において、地方公共団体は国の関係機関や他の地方公共団体、民間企業、関係団体と連
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携して対応することが重要である。このため、国と地方公共団体の災害対策本部間や民間企業、

関係団体の連携が円滑に構築されるよう、国、都道府県、市町村、民間企業及び関係団体の連携

並びに隣接した地方公共団体間の連携を想定した訓練の実施に努める。 

携して対応することが重要である。このため、国と地方公共団体の災害対策本部間や民間企業、

関係団体の連携が円滑に構築されるよう、国、都道府県、市町村、民間企業及び関係団体の連携

並びに隣接した地方公共団体間の連携を想定した訓練の実施に努める。 

  

(3) 地域の実情に応じた訓練 

各地域により訓練が必要とされる災害の種類等が異なることから、地震災害、津波災害、風水

害、竜巻災害、土砂災害、火山災害、雪害、原子力災害等の過去の災害発生履歴等を踏まえ、当

該地域において特に訓練の必要性が高い災害を想定し、多数の住民の参加による、地域の実情

に応じた訓練の積極的な実施に努める。 

特に、水害や土砂災害の危険性のある地域においては、出水期前の実施に努める。また、大規

模水害等からの広域避難計画を策定済みの地域においては、避難元や避難先の市町村等の関係

者が連携して、避難行動を促す住民への周知、及び円滑な実施に資する関係者間の情報伝達等の

習熟のため、必要な訓練を実施するよう努める。津波災害が発生するおそれがある地域において

は、津波発生時の避難について、徒歩によることを原則とすること、やむを得ず自動車により避

難せざるを得ない場合、市町村は、避難者が自動車で安全かつ確実に避難できる方策をあらかじ

め検討することとし、必要な訓練を実施するよう努める。さらに、積雪寒冷地においては、避難

に時間を要することや低体温症のリスク等に留意した訓練の実施に努める。 

実施に当たっては、地域の防災関係機関と連携し、平時から危険箇所や訓練の手法等につい

て意見交換が行えるような関係の醸成に努める。なお、避難所の開設や運営の訓練においては、

施設・敷地の浸水等の被害状況に留意する。 

（別紙２ 「地方公共団体等における防災訓練の実施例」参照） 

 

(3) 地域の実情に応じた訓練 

各地域により訓練が必要とされる災害の種類等が異なることから、地震災害、津波災害、風水

害、竜巻災害、土砂災害、火山災害、雪害、原子力災害等の過去の災害発生履歴等を踏まえ、当

該地域において特に訓練の必要性が高い災害を想定し、多数の住民の参加による、地域の実情に

応じた訓練の積極的な実施に努める。 

特に、水害や土砂災害の危険性のある地域においては、出水期前の実施に努める。また、大規

模水害等からの広域避難計画を策定済みの地域においては、避難元や避難先の市町村等の関係者

が連携して、避難行動を促す住民への周知、及び円滑な実施に資する関係者間の情報伝達等の習

熟のため、必要な訓練を実施するよう努める。 

津波災害が発生するおそれがある地域においては、地震の揺れが収まり次第直ちに津波からの

避難行動を開始する早期避難意識の定着・向上を図るとともに、津波発生時の避難方法について、

徒歩によることを原則とすることとしつつ、やむを得ず自動車により避難せざるを得ない場合に

避難者が自動車で安全かつ確実に避難できる方策を市区町村においてあらかじめ検討すること

とし、必要な訓練を実施するよう努める。さらに、積雪寒冷地においては、避難に時間を要する

ことや低体温症のリスク等に留意した訓練の実施に努める。 

大規模地震に伴う公共交通機関の広域的な運転見合わせにより、大量の帰宅困難者の発生が

想定される地域においては、市区町村を中心に、主要駅に設置されている駅前滞留者対策協議会

の参加団体が連携し、災害時の体制づくりのため、PDCA サイクルに基づいた継続的な訓練の実

施に努める。 

実施に当たっては、地域の防災関係機関と連携し、平時から危険箇所や訓練の手法等について

意見交換が行えるような関係の醸成に努める。なお、避難所の開設や運営の訓練においては、施

設・敷地の浸水等の被害状況に留意する。 

（別紙２ 「地方公共団体等における防災訓練の実施例」参照） 

 

(4) 地域住民が防災を考え、具体的な行動をとる機会の提供 

地域住民が災害対策の主役であり、｢自らの命は自らが守る｣という意識を持つことが重要と

の観点から、地域住民等に対して、その地域の災害リスク情報や災害時にとるべき避難行動等の

周知徹底に努める。 

訓練計画の作成、訓練結果の分析・評価に当たっては、地域住民の意見、提案等が反映される

よう努める。その際、男女共同参画の視点を取り入れ、女性の積極的な参加が得られるよう努め

る。 

防災訓練は、近隣の安全な場所への避難や屋内での安全確保、早い段階での自主的避難の開

始、災害に適した待避場所や家族の連絡手段・連絡要領の確認その他災害時における行動の在り

方のみならず災害発生前の備えについて考える機会となる。このため、地方公共団体等は、地域

住民に対して、防災に関する講演会やワークショップ形式を活用した実践的な研修等を通じ、そ

の地域の災害リスク情報や災害時にとるべき避難行動等を周知するとともに、訓練にはハザー

ドマップを活用した想定される災害リスクの確認やそれに応じた避難行動、避難場所、避難経路

等の確認、家具や備品の固定、ガラスの飛散防止等の被害減少のための予防的な取組や、緊急地

震速報を見聞きした際の危険回避行動を積極的に加えるよう努める。 

(4) 地域住民が防災を考え、具体的な行動をとる機会の提供 

地域住民が災害対策の主役であり、｢自らの命は自らが守る｣という意識を持つことが重要と

の観点から、地域住民等に対して、その地域の災害リスク情報や災害時にとるべき避難行動等の

周知徹底に努める。 

訓練計画の作成、訓練結果の分析・評価に当たっては、地域住民の意見、提案等が反映される

よう努める。その際、男女共同参画の視点を取り入れ、女性の積極的な参加が得られるよう努め

る。 

防災訓練は、近隣の安全な場所への避難や屋内での安全確保、早い段階での自主的避難の開

始、災害に適した待避場所や家族の連絡手段・連絡要領の確認その他災害時における行動の在り

方のみならず災害発生前の備えについて考える機会となる。このため、地方公共団体等は、地域

住民に対して、防災に関する講演会や、ワークショップ形式を活用したマイ・タイムラインの作

成等の実践的な研修等を通じ、その地域の災害リスク情報や災害時にとるべき避難行動等を周知

するとともに、訓練にはハザードマップを活用した想定される災害リスクの確認やそれに応じた

避難行動、避難場所、避難経路等の確認、転倒防止器具による家具や備品の固定、ガラスの飛散

防止等の被害減少のための予防的な取組や、緊急地震速報を見聞きした際の危険回避行動、津波 
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また、例えば高層建築物に入居している住民や事業者自らの災害対応力の向上を目的とする

など、地域、学校、職場等における幅広い層が連携・参加できるよう努めるとともに、訓練の広

報の方法、形態についても工夫し、住民の災害に対する平時からの備えの充実につながることと

なるよう努める。 

 

災害の恐れがある地域での早期の避難行動開始を意識づける取組等積極的に加えるよう努め

る。 

また、例えば高層建築物に入居している住民や事業者自らの災害対応力の向上を目的とするな

ど、地域、学校、職場等における幅広い層が連携・参加できるよう努めるとともに、訓練の広報

の方法、形態についても工夫し、住民の災害に対する平時からの備えの充実につながることとな

るよう努める。 

 

(5) 地域住民等の連帯による自主的な防災訓練の普及推進 

地域の防災力を高めるため、地区防災計画に基づいた訓練等、自主防災組織を中心とする地域

住民が自ら実施し、幅広い層が連携・参加する防災訓練の普及に努める。特に、地域の防災拠点

となる学校等において、拠点の管理者と地域住民とが一体的に取り組む訓練の実施を推進する。

また、地域の事業所や地域住民等による地域の要配慮者の避難支援の訓練等、災害時の共助につ

ながる防災訓練の実施を促す。 

さらに、参加者の知識・経験に応じた段階的かつ継続的な訓練となるよう配慮する。 

また、NPO・ボランティア等が実施する訓練について、住民や地域の関係機関が参画すること

により、地域の防災力の向上に資することとなるよう努める。 

(5) 地域住民等の連帯による自主的な防災訓練の普及推進 

地域の防災力を高めるため、地区防災計画に基づいた訓練等、自主防災組織を中心とする地域

住民が自ら実施し、幅広い層が連携・参加する防災訓練の普及に努める。特に、地域の防災拠点

となる学校等において、拠点の管理者と地域住民とが一体的に取り組む訓練の実施を推進する。

また、地域の事業所や地域住民等による地域の要配慮者の避難支援の訓練等、災害時の共助につ

ながる防災訓練の実施を促す。 

さらに、参加者の知識・経験に応じた段階的かつ継続的な訓練となるよう配慮する。 

また、NPO・ボランティア等が実施する訓練について、住民や地域の関係機関が参画すること

により、地域の防災力の向上に資することとなるよう努める。 

 

(6) NPO・ボランティア等との連携 

地域防災計画等に位置づけられている NPO・ボランティアとの連携について、より実効性を確

保するために、NPO や社会福祉協議会等のボランティア活動に関係する各機関との連携訓練や、

NPO・ボランティアの受入れを想定した訓練を実施し、災害時に NPO・ボランティアが十分に力

を発揮できるような環境整備に努める。 

特に、避難所の運営訓練の実施にあたっては、避難所運営の担い手育成の観点から、住民や

NPO・ボランティアの参加を得て避難生活環境の向上を意識した訓練となるよう努めるとともに、

避難生活支援の担い手となるボランティアの発掘・育成及び連携に努める。 

(6) NPO・ボランティア等との連携 

地域防災計画等に位置づけられている NPO・ボランティアとの連携について、より実効性を確

保するために、NPO や社会福祉協議会等のボランティア活動に関係する各機関との連携訓練や、

NPO・ボランティアの受入れを想定した訓練を実施し、災害時に NPO・ボランティアが十分に力を

発揮できるような環境整備に努める。 

特に、被災者のニーズ把握や NPO 等の活動調整等を行う災害中間支援組織との連携について、

発災後に早急な関係構築を図ることは困難であることから、平時から災害時を念頭に置いた役割

分担等を定めるとともに、これらに基づき訓練を実施するよう努める。 

なお、避難所の運営訓練の実施にあたっては、避難所運営の担い手育成の観点から、住民や NPO・

ボランティアの参加を得て避難生活環境の向上を意識した訓練となるよう努めるとともに、避難

生活支援の担い手となるボランティアの発掘・育成及び連携に努める。 

 

(7) 避難指示等の発令・伝達の円滑化 

洪水、内水氾濫、土砂災害、高潮、津波の災害発生に備え、地域の防災関係機関との協力体制

を構築した上で、災害時に避難指示等の発令の必要性について意思決定し、利用可能な伝達手段

を活用しつつ躊躇なく避難指示等を発令・伝達できるようにするとともに、住民が適切に避難行

動をとれるよう、職員と住民の参加による避難指示等の発令・伝達、避難判断のための訓練の定

期的な実施に努める。 

避難情報について、住民にその内容が理解されるよう周知徹底することが極めて重要である。

また、住民や地域の関係機関が参画する訓練の実施に努める。特に、災害発生のおそれの高まり

に応じて、発令対象区域を限定して、必要と認める地域の要配慮者に対して発令される「高齢者

等避難」及び必要と認める地域の必要と認める居住者等に対して発令される「避難指示」、「緊急

安全確保」について、その意味や発令された際にとるべき行動等に関する理解の促進に努める。 

避難指示等の発令・伝達の訓練に当たっては、警戒レベルを用いて、住民が的確に状況を把握

し、とるべき行動を理解できるよう伝達する。ただし、津波のおそれがある地域や海沿いにいる

とき、地震に伴う強い揺れ又は長時間ゆっくりとした揺れを感じた場合は、津波警報等の発表や 

(7) 避難指示等の発令・伝達の円滑化 

洪水、内水氾濫、土砂災害、高潮、津波の災害発生に備え、地域の防災関係機関との協力体制

を構築した上で、災害時に避難指示等の発令の必要性について意思決定し、利用可能な伝達手段

を活用しつつ躊躇なく避難指示等を発令・伝達できるようにするとともに、住民が適切に避難行

動をとれるよう、職員と住民の参加による避難指示等の発令・伝達、避難判断のための訓練の定

期的な実施に努める。 

避難情報について、住民にその内容が理解されるよう周知徹底することが極めて重要である。

また、住民や地域の関係機関が参画する訓練の実施に努める。特に、災害発生のおそれの高まり

に応じて、発令対象区域を限定して、必要と認める地域の要配慮者に対して発令される「高齢者

等避難」及び必要と認める地域の必要と認める居住者等に対して発令される「避難指示」、「緊急

安全確保」について、その意味や発令された際にとるべき行動等に関する理解の促進に努める。 

避難指示等の発令・伝達の訓練に当たっては、警戒レベルを用いて、住民が的確に状況を把握

し、とるべき行動を理解できるよう伝達する。ただし、津波のおそれがある地域や海沿いにいる

とき、地震に伴う強い揺れ又は長時間ゆっくりとした揺れを感じた場合は、津波警報等の発表や 
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避難指示の発令を待たずに、自発的に危険な地域からの一刻も早い避難が求められることを

踏まえ、住民への伝達の際にレベル区分はなじまないことから、基本的には避難指示のみを発令

することとなることに留意する。 

なお、避難情報等が住民等に確実に伝わるよう、多様な伝達手段を組み合わせて情報を発信す

ることに留意する。また、空振りを減らし、住民が我がこと感を持てるよう、災害リスクのある

区域等に適切に発令対象を絞り込むため平時から発令基準を整備することが重要であること、

更に避難情報の発令の判断に際しては、国・都道府県に技術的な助言を求めることができる点に

も留意する。 

 

避難指示の発令を待たずに、自発的に危険な地域からの一刻も早い避難が求められることを

踏まえ、住民への伝達の際にレベル区分はなじまないことから、基本的には避難指示のみを発令

することとなることに留意する。 

なお、避難情報等が住民等に確実に伝わるよう、多様な伝達手段を組み合わせて情報を発信す

ることに留意する。また、空振りを減らし、住民が我がこと感を持てるよう、災害リスクのある

区域等に適切に発令対象を絞り込むため平時から発令基準を整備することが重要であること、

更に避難情報の発令の判断に際しては、国・都道府県に技術的な助言を求めることができる点に

も留意する。 

 

(8) 要配慮者の避難支援訓練等 

避難行動要支援者ごとに、避難先や避難経路、避難誘導時の配慮事項等の情報を記載した個別

避難計画の実効性を高めるには訓練を通じた改善が重要である。 

こうしたことを踏まえ、考え得る様々な災害や被害を想定し、避難行動要支援者名簿及び個別

避難計画も活用して、高齢者等避難等の避難情報の伝達、避難場所への避難誘導、避難所の開設・

運営等に関する訓練を、「防災」と「福祉」の関係部局や地域の関係者（自主防災組織、社会福

祉協議会等）が緊密に連携の上、要配慮者本人や要配慮者利用施設（社会福祉施設、学校、医療

施設その他の主として要配慮者が利用する施設をいう。以下同じ。）の管理者、さらには、NPO・

ボランティア、地域企業の従業員等の参加を得ながら実施するよう努める。訓練で得られた課題

等については、実効性のある個別避難計画の作成、地区防災計画や要配慮者利用施設の避難計画

等の策定、施設職員向けのマニュアルの改正等の改善策の検討を通じて、要配慮者の避難支援等

の体制の整備に努める。特に訓練等で個別避難計画と地区防災計画の連動について実効性を確

認することが重要である。また、要配慮者が災害時に適切な避難行動をとれるよう、要配慮者の

避難行動の理解促進に向けた取組を実施する。 

(8) 要配慮者の避難支援訓練等 

避難行動要支援者ごとに、避難先や避難経路、避難誘導時の配慮事項等の情報を 

記載した個別避難計画の実効性を高めるには避難行動要支援者が自主的に実施できるもの（屋

内安全確保を想定した訓練や、避難先まで歩き経路を確認すること等）を含め訓練を通じた改善

が重要である。 

こうしたことを踏まえ、考え得る様々な災害や被害を想定し、避難行動要支援者名簿及び個別

避難計画も活用して、高齢者等避難等の避難情報の伝達、避難場所への避難誘導、避難所の開設・

運営等に関する訓練を、「防災」と「福祉」の関係部局や地域の関係者（自主防災組織、社会福

祉協議会等）が緊密に連携の上、要配慮者本人や要配慮者利用施設（社会福祉施設、学校、医療

施設その他の主として要配慮者が利用する施設をいう。以下同じ。）の管理者、さらには、NPO・

ボランティア、地域企業の従業員等の参加を得ながら実施するよう努める。訓練で得られた課題

等については、実効性のある個別避難計画の作成、地区防災計画や要配慮者利用施設の避難計画

等の策定、施設職員向けのマニュアルの改正等の改善策の検討を通じて、要配慮者の避難支援等

の体制の整備に努める。特に訓練等で個別避難計画と地区防災計画の連動について実効性を確認

することが重要である。また、要配慮者が災害時に適切な避難行動をとれるよう、要配慮者の避

難行動の理解促進に向けた取組を実施する。 

 

(9) 不特定多数の者を対象とした防災訓練 

大型商業施設、地下街、旅館・ホテル、観光施設、競技施設等の集客施設と連携し、従業員や

一般客が参加する防災訓練を推進し、災害時の地域の安全の確保に努める。 

その際、訪日外国人等にも配慮し、多言語化や視覚化に対応したデジタルサイネージやスマー

トフォンアプリ等の災害情報伝達ツールを活用した情報伝達や避難誘導等に関する訓練の実施

に努める。 

 

(9) 不特定多数の者を対象とした防災訓練 

大型商業施設、地下街、旅館・ホテル、観光施設、競技施設等の集客施設と連携し、従業員や

一般客が参加する防災訓練を推進し、災害時の地域の安全の確保に努める。 

その際、訪日外国人等にも配慮し、多言語化や視覚化に対応したデジタルサイネージやスマー

トフォンアプリ等の災害情報伝達ツールを活用した情報伝達や避難誘導等に関する訓練の実施

に努める。 

 

(10) 感染症の拡大を想定した防災訓練の実施 

感染症拡大のおそれがある状況下での災害対応に備え、防災部局、保健福祉部局、保健所、

消防等が十分に調整して、各機関が持っている知見を活かし医師等専門家の確認を受けるなど

しつつ感染症対策に配慮した避難所開設・運営訓練等を積極的に実施するものとする。 

その際、感染症対策に必要な手順・課題等を確認・検証し、防災マニュアル等の見直しに資

するものとする。 

 

(10) 感染症の拡大を想定した防災訓練の実施 

感染症拡大のおそれがある状況下での災害対応に備え、防災部局、保健福祉部局、保健所、

消防等が十分に調整して、各機関が持っている知見を活かし医師等専門家の確認を受けるなど

しつつ感染症対策に配慮した避難所開設・運営訓練等を積極的に実施するものとする。 

その際、感染症対策に必要な手順・課題等を確認・検証し、防災マニュアル等の見直しに資

するものとする。 

６．フォローアップ等の実施 

本大綱に基づく政府の防災訓練の実施状況については、年度末に向けて、これをフォローアッ

プし、その結果を翌年度の総合防災訓練大綱に反映させる。 

６．フォローアップ等の実施 

本大綱に基づく政府の防災訓練の実施状況については、年度末に向けて、これをフォローアッ

プし、その結果を翌年度の総合防災訓練大綱に反映させる。 
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７．本大綱の変更について 

 

本大綱について、やむを得ない事態が生じたときは、中央防災会議会長の専決により変更するこ

とができる。 

７．本大綱の変更について 

 

本大綱について、やむを得ない事態が生じたときは、中央防災会議会長の専決により変更することが

できる。 
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   別 紙 １ 

防災訓練中期計画 

緊急災害対策本部事務局

運営訓練及び緊急災害現

地対策本部運営訓練 

具体的な災害応急対策に関する計画が策定されている首都直下地

震及び南海トラフ地震を想定し、関係地方公共団体、関係指定公共機

関等と連携した緊急災害対策本部事務局運営及び緊急災害現地対策

本部運営に関する図上訓練を毎年度実施する。 

 

大規模地震時医療活動訓

練 

首都直下地震、南海トラフ地震又は日本海溝・千島海溝周辺海溝型

地震を想定して、関係地方公共団体等と連携し、災害派遣医療チーム

（DMAT）の参集、活動、広域医療搬送等の訓練を、令和５年度は四国

及び九州ブロック、令和６年度は関東ブロックを被災地と想定した訓

練を実施する。 

原子力総合防災訓練 

原子力災害発生時の対応体制を検証すること等を目的として、原子

力災害対策特別措置法に基づき作成された訓練計画を踏まえ、原子力

緊急事態等を想定して、国、地方公共団体、原子力事業者等が合同で

行う訓練を毎年度実施する。 

被災市区町村への応援職

員派遣に関する訓練 

大規模災害時の被災市区町村における行政機能の確保の支援を目

的として、応急対策職員派遣制度により応援職員を円滑に派遣するた

め、全国知事会、全国市長会、全国町村会、指定都市市長会及び関係

地方公共団体と連携して、受援体制の整備に留意した情報伝達・連携

訓練を毎年度実施する。 

管区広域緊急援助隊合同

訓練 

大規模災害時の災害対処能力向上及び防災関係機関との連携強化

を図るため、管区警察局ごとに広域緊急援助隊、緊急災害警備隊等の

部隊が一堂に会し、関係実動部隊と一体となった合同の実動訓練を毎

年度実施する。 

 

 

 

別 紙 １ 

防災訓練中期計画 

緊急災害対策本部事務局

運営訓練及び緊急災害現

地対策本部運営訓練 

具体的な災害応急対策に関する計画が策定されている首都直下地

震や南海トラフ地震、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震を想定し、

関係地方公共団体、関係指定公共機関等と連携した緊急災害対策本部

事務局運営及び緊急災害現地対策本部運営に関する図上訓練を毎年

度実施する。 

大規模地震時医療活動訓

練 

首都直下地震、南海トラフ地震又は日本海溝・千島海溝周辺海溝型

地震を想定して、関係地方公共団体等と連携し、災害派遣医療チーム

（DMAT）の参集、活動、広域医療搬送等の訓練を、令和６年度は関東

ブロック、令和７年度は北海道及び東北ブロックを被災地と想定した

訓練を実施する。 

原子力総合防災訓練 

原子力災害発生時の対応体制を検証すること等を目的として、原子

力災害対策特別措置法に基づき作成された訓練計画を踏まえ、原子力

緊急事態等を想定して、国、地方公共団体、原子力事業者等が合同で

行う訓練を毎年度実施する。 

被災市区町村への応援職

員派遣に関する訓練 

大規模災害時の被災市区町村における行政機能の確保の支援を目

的として、応急対策職員派遣制度により応援職員を円滑に派遣するた

め、全国知事会、全国市長会、全国町村会、指定都市市長会及び関係

地方公共団体と連携して、受援体制の整備に留意した情報伝達・連携

訓練を毎年度実施する。 

管区広域緊急援助隊合同

訓練 

大規模災害時の災害対処能力向上及び防災関係機関との連携強化

を図るため、管区警察局ごとに広域緊急援助隊、緊急災害警備隊等の

部隊が一堂に会し、関係実動部隊と一体となった合同の実動訓練を毎

年度実施する。 
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緊急消防援助隊地域ブロ

ック合同訓練 

緊急消防援助隊の技術及び連携活動能力の向上を図るため、関係地

方公共団体、関係実動部隊と連携して、全国を６ブロックに分け、ブ

ロック内の緊急消防援助隊の合同の実動訓練及び図上訓練を毎年度

実施する。 

緊急消防援助隊全国合同

訓練 

緊急消防援助隊の技術及び連携活動能力の向上を図るため、関係地

方公共団体、関係実動部隊と連携して、全国規模での実動訓練及び図

上訓練をおおむね５年に１度実施する。 

「災害時石油供給連携計

画」実施の訓練 

石油備蓄法に定められた「災害時石油供給連携計画」に基づき、緊

急時石油供給に関する図上訓練及び実動訓練を関係府省庁、関係企

業、業界団体、都道府県と連携して、毎年度実施する。 

大規模津波防災総合訓練 

11 月５日「津波防災の日」・｢世界津波の日｣の前後に、南海トラフ

地震等による大規模津波が想定される地域において、防災関係機関と

連携し、被災者の救助・救出活動、活動支援のためのＴＥＣ－ＦＯＲ

ＣＥによる緊急排水や道路・航路啓開、緊急物資輸送等の実動訓練を

毎年度実施する。 

基幹的広域防災拠点にお

ける広域輸送訓練 

大規模災害時に首都圏・近畿圏の物流コントロール機能を担う、川

崎港東扇島及び堺泉北港堺２区に所在する基幹的広域防災拠点にお

いて、防災関係機関と連携した緊急物資の広域輸送等の実動訓練を毎

年度実施する。 

総合水防演習 

５月の水防月間を中心に、全国９ブロックにおいて、関係地方公共

団体（水防管理団体）、防災関係機関等と連携し、水防団による水防

活動の実践訓練や住民参加の避難訓練、情報伝達訓練等を組み合わせ

た総合的な訓練を毎年度実施する。 

自衛隊統合防災演習 

首都直下地震、南海トラフ地震等を想定し、関係府省庁、関係地方

公共団体等と連携して、総合的な防災訓練（指揮所活動等）を毎年度

実施する。 
 

緊急消防援助隊地域ブロ

ック合同訓練 

緊急消防援助隊の技術及び連携活動能力の向上を図るため、関係地

方公共団体、関係実動部隊と連携して、全国を６ブロックに分け、ブ

ロック内の緊急消防援助隊の合同の実動訓練及び図上訓練を毎年度

実施する。 

緊急消防援助隊全国合同

訓練 

緊急消防援助隊の技術及び連携活動能力の向上を図るため、関係地

方公共団体、関係実動部隊と連携して、全国規模での実動訓練及び図

上訓練をおおむね５年に１度実施する。 

「災害時石油供給連携計

画」実施の訓練 

石油備蓄法に定められた「災害時石油供給連携計画」に基づき、緊

急時石油供給に関する図上訓練及び実動訓練を関係府省庁、関係企

業、業界団体、都道府県と連携して、毎年度実施する。 

大規模津波防災総合訓練 

11 月５日「津波防災の日」・｢世界津波の日｣の前後に、南海トラフ

地震等による大規模津波が想定される地域において、防災関係機関と

連携し、被災者の救助・救出活動、活動支援のためのＴＥＣ－ＦＯＲ

ＣＥによる緊急排水や道路・航路啓開、緊急物資輸送等の実動訓練を

毎年度実施する。 

基幹的広域防災拠点にお

ける広域輸送訓練 

大規模災害時に首都圏・近畿圏の物流コントロール機能を担う、川

崎港東扇島及び堺泉北港堺２区に所在する基幹的広域防災拠点にお

いて、防災関係機関と連携した緊急物資の広域輸送等の実動訓練を毎

年度実施する。 

総合水防演習 

５月の水防月間を中心に、全国９ブロックにおいて、関係地方公共

団体（水防管理団体）、防災関係機関等と連携し、水防団による水防

活動の実践訓練や住民参加の避難訓練、情報伝達訓練等を組み合わせ

た総合的な訓練を毎年度実施する。 

自衛隊統合防災演習 

首都直下地震、南海トラフ地震、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地

震等を想定し、関係府省庁、関係地方公共団体等と連携して、総合的

な防災訓練（指揮所活動等）を毎年度実施する 
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別  紙 ２ 

地方公共団体等における防災訓練の実施例 

事   項 内          容 

１ 初動体制等危機管

理体制の検証、情報

収集・伝達等の訓練 

防災関係機関は、それぞれの地震防災強化計画、防災業務計画及び地

域防災計画に基づき、防災関係機関相互の連携と協力体制の確保に努め

るとともに、情報の混乱防止に配慮した、迅速かつ的確な災害関係情報

の収集・伝達及び広報の訓練として、以下の訓練に努める。 

○緊急地震速報受信時等の危険回避行動訓練、交通機関が途絶した場

合等を想定した職員等参集訓練、地震発災直後における被害情報の

収集・伝達・分析に係る訓練（ドローン、アプリ、リモート会議の

活用等）、災害対策本部機能の検証等初動体制の確立に係る訓練 

○都道府県から市町村へのリエゾン派遣訓練 

○応急対策職員派遣制度に関する情報伝達・連携訓練 

○防災関係機関相互間における中央防災無線、衛星携帯電話等の各種

の通信網を活用した情報の収集・伝達訓練 

○防災関係機関と住民等との間におけるインターネット、アプリ、ア

マチュア無線、衛星携帯電話等の多様な手段を活用した情報収集・

伝達訓練 

○住民避難の周知徹底等住民の安全確保のための情報伝達（アプリ、

タブレット等多様な手段の活用）及び災害発生後の余震、降雨等に

よる土砂災害及び建物の倒壊、公共施設の破損等二次災害防止のた

めの点検に係る広報訓練 

２ 応急対策訓練 防災関係機関は、保有する航空機、船舶、緊急車両、資機材等の特性

と機動力等を活かしつつ地域での一体的な共同訓練として、以下の訓練

に努める。 

○災害時に備えた資機材・人員等の配備及び関係機器等の操作訓練 

○同時多発火災の消火・延焼防止、負傷者等の救出・救護、トリアー

ジ訓練、医療機関への搬送等の訓練 

○避難所の設置及び運営、給食及び給水並びに非常用トイレ対策等の

対応訓練（宿泊演習やトイレ実使用含む） 

 

○自宅や車中泊を含めた被災者の所在及びニーズの把握並びに健康

状態の確認訓練 

○広域応援協定等に基づく広域的応援訓練と支援体制の点検 

○緊急消防援助隊、広域緊急援助隊等の受入れ 

○電気自動車・燃料電池自動車等（電動車）を非常用電源として活用

する訓練 

 

 

 

 

 

別  紙 ２ 

地方公共団体等における防災訓練の実施例 

事   項 内          容 

１ 初動体制等危機管

理体制の検証、情報

収集・伝達等の訓練 

防災関係機関は、それぞれの地震防災強化計画、防災業務計画及び地

域防災計画に基づき、防災関係機関相互の連携と協力体制の確保に努め

るとともに、情報の混乱防止に配慮した、迅速かつ的確な災害関係情報

の収集・伝達及び広報の訓練として、以下の訓練に努める。 

○緊急地震速報受信時等の危険回避行動訓練、交通機関が途絶した場

合等を想定した職員等参集訓練、地震発災直後における被害情報の

収集・伝達・分析に係る訓練（ドローン、アプリ、リモート会議の

活用等）、災害対策本部機能の検証等初動体制の確立に係る訓練 

○都道府県から市町村へのリエゾン派遣訓練 

○応急対策職員派遣制度に関する情報伝達・連携訓練 

○防災関係機関相互間における中央防災無線、衛星携帯電話等の各種

の通信網を活用した情報の収集・伝達訓練 

○防災関係機関と住民等との間におけるインターネット、アプリ、ア

マチュア無線、衛星携帯電話等の多様な手段を活用した情報収集・

伝達訓練 

○住民避難の周知徹底等住民の安全確保のための情報伝達（アプリ、

タブレット等多様な手段の活用）及び災害発生後の余震、降雨等に

よる土砂災害及び建物の倒壊、公共施設の破損等二次災害防止のた

めの点検に係る広報訓練 

２ 応急対策訓練 防災関係機関は、保有する航空機、船舶、緊急車両、資機材等の特性と

機動力等を活かしつつ地域での一体的な共同訓練として、以下の訓練に

努める。 

○災害時に備えた資機材・人員等の配備及び関係機器等の操作訓練 

○同時多発火災の消火・延焼防止、負傷者等の救出・救護、トリアー

ジ訓練、医療機関への搬送等の訓練 

○避難所の設置及び運営、給食及び給水並びに非常用トイレ対策等の

対応訓練（宿泊演習やトイレ実使用含む） 

○宿泊施設を活用した避難所開設に係る訓練 

○自宅や車中泊を含めた被災者の所在及びニーズの把握並びに健康

状態の確認訓練 

○広域応援協定等に基づく広域的応援訓練と支援体制の点検 

○緊急消防援助隊、広域緊急援助隊等の受入れ 

○電気自動車・燃料電池自動車等（電動車）を非常用電源として活用

する訓練 
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○避難所開設などにおいて、女性視点を取り入れた訓練 

（運営への女性参画、女性専用スペース（更衣室、授乳室、トイレ

など）の設置、防犯ブザーの設置、生理用品の設置など） 

３ 自主防災訓練 自主防災組織を中心とし、地区防災計画に基づいた訓練をはじめ、地

域の一員としての事業所・学校・障害者団体・NPO・ボランティア等の参

加・協力を求めて行われる地域住民等の連帯による地元密着型の自主防

災訓練等として、以下の訓練・取組に努める。 

○地域住民等相互が助け合って行う初期消火、負傷者等の救出・応急

救護、給食給水、災害関係情報の収集・伝達・広報等の訓練 

○避難行動要支援者名簿等も活用した、大規模な住民避難及び屋内退

避に係る訓練等、特に要配慮者に重点を置いた避難・誘導訓練 

○個別避難計画に記載等されている避難先や、避難支援等実施者と合

流する場所（玄関先等）まで移動する訓練 

○避難所の開設、運営訓練と合わせて、個別避難計画の実効性を確認

するための訓練を行い、避難行動要支援者の避難生活訓練も実施 

 

○地域住民と NPO・ボランティア間の協力による救援活動・救援物資

等の支援の受入れ、調整等に係る訓練 

○各事業所における災害時の要員の参集、従業員等の初期消火・避難

誘導・生産ラインの点検、情報システム等の復旧手順の点検・確認

訓練、災害情報の収集・伝達等の訓練及び応急復旧等の訓練及び防

災関係機関、近隣の事業所、地域住民等との合同訓練 

○学校等を防災拠点とする地域住民の参加による訓練 

○地域、家庭、職場、学校等における災害時の安全対策・防災用品の

点検、非常持出し品の点検及びその携行、緊急地震速報や津波警報

等の発表時、避難指示発令時、竜巻等突風発生時等における危険回

避行動の点検、避難経路・避難場所の確認、家族との連絡方法の確

認等の訓練 

○高層マンションを有する地域では、高層マンションのエレベーター

や電気、水等の供給が停止した場合の訓練 

○夜間における災害発生に対応した訓練並びに長期間の避難及び帰

宅困難者支援訓練等広域・同時被災に対応した訓練 

○｢自宅周辺の災害リスクや災害時の避難経路等｣を予め確認した上

で、｢災害・避難カード｣の作成及び家庭内での共有 

○当該カードに基づいた避難訓練の実施及び記入内容の見直し 

○通訳ボランティアの支援による「災害多言語表示カード」を使用し

た外国人に対する避難誘導訓練 

４ 緊急輸送路確保等

の訓練 

防災関係機関相互の連携のもと、道路及び岸壁の損壊、放置車両、避

難・救援車両及び船舶の流入等による陸上・海上の交通渋滞・混雑に対

する訓練として、以下の訓練に努める。 

○災害時の運転方法等の普及啓発と併せ、道路の障害物の除去、道路

復旧、放置車両等の撤去の訓練 

○避難所開設などにおいて、女性視点を取り入れた訓練 

（運営への女性参画、女性専用スペース（更衣室、授乳室、トイレ

など）の設置、防犯ブザーの設置、生理用品の設置など） 

３ 自主防災訓練 自主防災組織を中心とし、地区防災計画に基づいた訓練をはじめ、地

域の一員としての事業所・学校・障害者団体・NPO・ボランティア等の参

加・協力を求めて行われる地域住民等の連帯による地元密着型の自主防

災訓練等として、以下の訓練・取組に努める。 

○地域住民等相互が助け合って行う初期消火、負傷者等の救出・応急

救護、給食給水、災害関係情報の収集・伝達・広報等の訓練 

○避難行動要支援者名簿等も活用した、大規模な住民避難及び屋内退

避に係る訓練等、特に要配慮者に重点を置いた避難・誘導訓練 

○個別避難計画に記載等されている避難先や、避難支援等実施者と合

流する場所（玄関先等）まで移動する訓練 

○避難所の開設、運営訓練と合わせて、個別避難計画の実効性を確認

するための訓練を行い、避難行動要支援者の避難生活訓練も実施 

○ペットを伴った避難及び受入訓練 

○地域住民と NPO・ボランティア間の協力による救援活動・救援物資

等の支援の受入れ、調整等に係る訓練 

○各事業所における災害時の要員の参集、従業員等の初期消火・避難

誘導・生産ラインの点検、情報システム等の復旧手順の点検・確認

訓練、災害情報の収集・伝達等の訓練及び応急復旧等の訓練及び防

災関係機関、近隣の事業所、地域住民等との合同訓練 

○学校等を防災拠点とする地域住民の参加による訓練 

○地域、家庭、職場、学校等における災害時の安全対策・防災用品の

点検、非常持出し品の点検及びその携行、緊急地震速報や津波警報

等の発表時、避難指示発令時、竜巻等突風発生時等における危険回

避行動の点検、避難経路・避難場所の確認、家族との連絡方法の確

認等の訓練 

○高層マンションを有する地域では、高層マンションのエレベーター

や電気、水等の供給が停止した場合の訓練 

○夜間における災害発生に対応した訓練並びに長期間の避難及び帰

宅困難者支援訓練等広域・同時被災に対応した訓練 

○｢自宅周辺の災害リスクや災害時の避難経路等｣を予め確認した上

で、｢災害・避難カード｣の作成及び家庭内での共有 

○当該カードに基づいた避難訓練の実施及び記入内容の見直し 

○通訳ボランティアの支援による「災害多言語表示カード」を使用し

た外国人に対する避難誘導訓練 

４ 緊急輸送路確保等

の訓練 

防災関係機関相互の連携のもと、道路及び岸壁の損壊、放置車両、避

難・救援車両及び船舶の流入等による陸上・海上の交通渋滞・混雑に対

する訓練として、以下の訓練に努める。 

○災害時の運転方法等の普及啓発と併せ、道路の障害物の除去、道路

復旧、放置車両等の撤去の訓練 
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○緊急輸送路確保のための車両の流入規制等の交通規制、交通信号機

滅灯対策、船舶の入港制限等の交通規制訓練 

○車両、船舶、航空機等多様な輸送手段を活用し、それぞれの機能と

特性を考慮した応急対策要員等の緊急輸送訓練 

○都道府県の区域を越えた広域的な緊急輸送訓練及び重傷患者の搬

送訓練 

５ ライフラインの確

保・対応、物資の調

達・輸送等の訓練 

防災関係機関等が一体となって、ライフライン等の確保、情報化対応

及び物資の調達・輸送等の円滑化に向け、以下の訓練に努める。 

○通信・電力・ガス・上下水道等のライフラインの地域、企業等にお

いて行う代替手段等の確保、関係機器の点検とその使用方法の習熟

等の訓練 

○ライフライン施設における、相互応援も含んだ応急復旧等の訓練 

○災害廃棄物処理計画も活用した災害廃棄物に関する地方自治体で

の処理体制の確保に関する訓練 

○住居、事務所等の倒壊に備えた応急用資機材の確保、調達、応急復

旧等の訓練 

○情報ネットワークシステムを利用している事業所等におけるバッ

クアップ手段の点検・運用等の訓練 

○地方公共団体の住民情報システム等の安全対策の点検、代替方策の

確認等の訓練 

○物資拠点の開設及び受け入れ等に関する訓練 

○物資供給事業者や運送事業者等の協力による支援物資の調達・輸送

訓練 

○大規模地震等発災時に「災害時石油供給連携計画」が発動した場合

の石油連盟による緊急要請対応システム又は燃料調整シートを活

用した訓練 

○大規模地震等発災時に国への要請が必要となった場合の「物資調

達・輸送調整等支援システム」を活用した訓練 

○ドローンを活用した物資の輸送訓練 

６ 混乱防止訓練・帰宅

困難者対策訓練 

タ－ミナル駅、繁華街、地下街、高層ビル、競技施設等のような不特

定多数の者が集まり、心理的不安を誘発しやすい場所において、防災関

係機関等が一体となって情報伝達・広報、避難・誘導等の訓練として、

以下の訓練に努める。 

○大型商業施設、旅館・ホテル、観光施設、競技施設等において、必

要な情報を適切に提供する情報伝達訓練・広報訓練、一般客の参加

を得た緊急地震速報受信時等の避難・誘導訓練 

 

○滞留状況把握と関係機関間での情報伝達に関する訓練 

○鉄道、地下鉄等における乗客への情報伝達、避難・誘導、負傷者の

応急救護、緊急地震速報等を用いた列車の停止・減速運転、車両脱

線復旧等の訓練 

○病院、社会福祉施設、競技施設等における要配慮者等の情報伝達、

○緊急輸送路確保のための車両の流入規制等の交通規制、交通信号機

滅灯対策、船舶の入港制限等の交通規制訓練 

○車両、船舶、航空機等多様な輸送手段を活用し、それぞれの機能と

特性を考慮した応急対策要員等の緊急輸送訓練 

○都道府県の区域を越えた広域的な緊急輸送訓練及び重傷患者の搬

送訓練 

５ ライフラインの確

保・対応、物資の調

達・輸送等の訓練 

防災関係機関等が一体となって、ライフライン等の確保、情報化対応

及び物資の調達・輸送等の円滑化に向け、以下の訓練に努める。 

○通信・電力・ガス・上下水道等のライフラインの地域、企業等にお

いて行う代替手段等の確保、関係機器の点検とその使用方法の習熟

等の訓練 

○ライフライン施設における、相互応援も含んだ応急復旧等の訓練 

○災害廃棄物処理計画も活用した災害廃棄物に関する地方自治体で

の処理体制の確保に関する訓練 

○住居、事務所等の倒壊に備えた応急用資機材の確保、調達、応急復

旧等の訓練 

○情報ネットワークシステムを利用している事業所等におけるバッ

クアップ手段の点検・運用等の訓練 

○地方公共団体の住民情報システム等の安全対策の点検、代替方策の

確認等の訓練 

○物資拠点の開設及び受け入れ等に関する訓練 

○物資供給事業者や運送事業者等の協力による支援物資の調達・輸送

訓練 

○大規模地震等発災時に「災害時石油供給連携計画」が発動した場合

の石油連盟による緊急要請対応システム又は燃料調整シートを活

用した訓練 

○大規模地震等発災時に国への要請が必要となった場合の「物資調

達・輸送調整等支援システム」を活用した訓練 

○ドローンを活用した物資の輸送訓練 

６ 混乱防止訓練・帰宅

困難者対策訓練 

タ－ミナル駅、繁華街、地下街、高層ビル、競技施設等のような不特定

多数の者が集まり、心理的不安を誘発しやすい場所等において、防災関

係機関等が一体となって施設利用者の安全確保、情報伝達・広報、避難・

誘導等の訓練として、以下の訓練に努める。 

○大型商業施設、旅館・ホテル、観光施設、競技施設等において、必

要な情報を適切に提供する情報伝達訓練・広報訓練、一般客の参加

を得た緊急地震速報受信時等の施設利用者の安全確保（施設の状況

によっては施設内待機）・避難・誘導訓練 

○滞留状況把握と関係機関間での情報伝達に関する訓練 

○鉄道、地下鉄等における乗客への情報伝達、避難・誘導、負傷者の

応急救護、緊急地震速報等を用いた列車の停止・減速運転、車両脱

線復旧等の訓練 

○病院、社会福祉施設、競技施設等における要配慮者等の情報伝達、
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緊急地震速報受信時等の避難・誘導訓練 

また、大都市圏においては、上記のほか、駅前滞留者対策訓練や徒

歩帰宅訓練等の帰宅困難者を想定した訓練の実施に努める。 

７ 津波、水害、土砂災

害、火山災害等の危

険が懸念される地

域における訓練 

近年の風水害、火山災害等の教訓等、地域の特性を踏まえて、住民、

観光客、施設管理者等の参加協力を得るよう努めつつ、以下の訓練に努

める。 

○洪水、内水氾濫、土砂災害、高潮、津波、雪害、火山災害等の懸念

される地域における避難指示等の発令・伝達・広報訓練 

○住民や観光客、登山者等の不特定多数を対象とした避難・誘導訓練、

救出・救護訓練、雪下ろしの訓練等 

○津波危険予想地域における沿岸部の警戒監視、津波警報等と避難指

示（緊急）の伝達・広報訓練及び住民、観光客、船舶等の早期避難・

誘導、水難救助訓練（スピーカー搭載ドローン活用等） 

○積雪寒冷下における避難誘導訓練、避難所の開設等訓練 

８ 地域内の誰もが、そ

れぞれの場所で参

加できる訓練 

（シェイクアウト

訓練等） 

従前の訓練会場に参加者を集める方式だけでなく、地域内の不特定多数

の者を対象とした以下のような訓練等により、防災啓発効果の向上に努

める。 

○事前登録した不特定多数の参加者が、訓練開始合図（アプリの活用

など）で一斉にそれぞれの場所で行う、自身の安全確保訓練 

○地域内の学校、職場、店舗等で統一的に行う安全確保訓練、避難訓

練 

○インターネットを活用した、蓋然性の高い科学的地震シナリオに基

づく被害想定の周知と事前学習 

９ 感染症拡大防止に

配慮した避難所開

設・運営訓練 

新型コロナウイルスなど感染症拡大のおそれがある状況下での災害対

応に備え、感染症拡大防止に配慮した、以下の訓練に努める。 

○アプリや顔認証システムを活用した受付・登録、避難情報の管理 

○受付における、避難者の体温測定等体調の確認 

○発熱、咳等のある者及び濃厚接触者と一般避難者の滞在スペースの

割り振り 

○それぞれの滞在スペースについて、パーティションなどを活用した

スペースの十分な確保 

○避難所運営スタッフの防護具の利用・着脱等 
 

緊急地震速報受信時等の避難・誘導訓練 

また、大都市圏においては、上記のほか、駅前滞留者対策訓練や徒

歩帰宅訓練等の帰宅困難者を想定した訓練の実施に努める。 

７ 津波、水害、土砂災

害、火山災害等の危

険が懸念される地

域における訓練 

近年の風水害、火山災害等の教訓等、地域の特性を踏まえて、住民、観

光客、施設管理者等の参加協力を得るよう努めつつ、以下の訓練に努め

る。 

○洪水、内水氾濫、土砂災害、高潮、津波、雪害、火山災害等の懸念

される地域における避難指示等の発令・伝達・広報訓練 

○住民や観光客、登山者等の不特定多数を対象とした避難・誘導訓練、

救出・救護訓練、雪下ろしの訓練等 

○津波危険予想地域における沿岸部の警戒監視、津波警報等と避難指

示（緊急）の伝達・広報訓練及び住民、観光客、船舶等の早期避難・

誘導、水難救助訓練（スピーカー搭載ドローン活用等） 

○積雪寒冷下における避難誘導訓練、避難所の開設等訓練 

８ 地域内の誰もが、そ

れぞれの場所で参

加できる訓練 

（シェイクアウト

訓練等） 

従前の訓練会場に参加者を集める方式だけでなく、地域内の不特定多数

の者を対象とした以下のような訓練等により、防災啓発効果の向上に努

める。 

○事前登録した不特定多数の参加者が、訓練開始合図（アプリの活用

など）で一斉にそれぞれの場所で行う、自身の安全確保訓練 

○地域内の学校、職場、店舗等で統一的に行う安全確保訓練、避難訓

練 

○インターネットを活用した、蓋然性の高い科学的地震シナリオに基

づく被害想定の周知と事前学習 

９ 感染症拡大防止に

配慮した避難所開

設・運営訓練 

新型コロナウイルスなど感染症拡大のおそれがある状況下での災害対

応に備え、感染症拡大防止に配慮した、以下の訓練に努める。 

○アプリや顔認証システムを活用した受付・登録、避難情報の管理 

○受付における、避難者の体温測定等体調の確認 

○発熱、咳等のある者及び濃厚接触者と一般避難者の滞在スペースの

割り振り 

○それぞれの滞在スペースについて、パーティションなどを活用した

スペースの十分な確保 

○避難所運営スタッフの防護具の利用・着脱等 
 

 


